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要介護認定等に係る個人情報外部提供申請について 

 

1 資料を提供する際の本人確認 

 要介護認定等に係る個人情報の外部提供決定者に対し、市窓口で資料を提供する際の本人確

認を、２０２５年（令和７年）4 月 1 日（火）から次のとおり行います。 

個人情報保護の適正な運用のため、本庁及び各支所で統一して行いますので、御理解・御協力

をお願いします。 

  

 

確認項目＼職種 

 

介護支援専門員 

介護支援専門員以外のサービス計画作成

担当者（地域包括支援センターに所属す

る社会福祉士・看護師・保健師等） 

(1) 

本人であること 

・運転免許証等の顔写真入りの公的な本

人確認書類（介護支援専門員証を含む。） 

・福山市高齢者支援課発行の身分証明書 

・運転免許証等の顔写真入りの公的な本

人確認書類 

・福山市高齢者支援課発行の身分証明書 

 

(2)  

所属する事業所 

・名札 

・福山市高齢者支援課発行の身分証明書 

 

・名札 

・福山市高齢者支援課発行の身分証明書 

(3) 

サービス計画作

成担当者となり

うる資格 

介護支援専門員証 社会福祉士等の肩書が分かる書類 

（例）名札・名刺等 

 

 

2 2025 年度分（令和 7 年度分）の申請手続き 

見出しのことについて、2025 年（令和 7 年）2 月 20 日付け福介護第 2260 号で通知したとお

り、新年度分の申請をすることが見込まれる事業所等の申請期間（2 月 20 日から 3 月 19 日）は

終了しました。決定通知書は、３月２６日頃に発送する予定です。 

なお、期限を過ぎても申請はできますが、決定する時期が遅れてしまい、必要なときに資料提

供ができない場合がありますので御了承ください。 

2025 年度分（令和 7 年度分）の申請から、原則「福山市電子申請システム」による手続きに一

本化しておりますので、御協力いただきますようお願いいたします。 
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厚生労働省では、介護サービスに係る指定及び報酬請求（加算届出を含む。）に関連する申

請届出について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請届出を簡易に行うこと

ができるよう、「電子申請届出システム（以下、本システム）」を令和４年度下半期より運用

開始しています。福山市でも、2024年(令和６年)１２月より、「電子申請届出システム」に

よる介護事業所の指定申請等の受付を開始しました。

介護事業所の指定申請等の
「電子申請届出システム」による受付を開始しました！

●介護事業所の文書負担軽減につながります

介護事業所

 オンライン上の申請届出により、郵送や持参等の手間が削減されます
 複数の申請届出を本システム上で行うことができます
 一つの電子ファイルを複数の申請届出で活用でき、書類の作成負担が大きく

軽減されます
 申請届出の状況をオンライン上で御確認いただけます
 上記、削減できた手間・時間を、サービスの質の向上に御活用いただけます

●本システムより受付可能な電子申請・届出の種類

指定権者によって実際の画面とは異なる場合が
あります。詳細はホームページをご確認ください。

●本システム利用時の画面イメージ

新規指定
申請

変更届出 更新申請
その他申請
届出

加算に関する
届出

他法制度に
基づく申請届出

様式・付表の
ウェブ入力ができます！

老人福祉法に基づく申請届
出※も可能です！

添付書類も一緒に提出す
ることができます！

（福山市）

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp
/shinsei/

●操作ガイド(事業者向け)説明動画は，「操作ガイド(事業所向け)を基に実際
にシステムを利用しながら操作手順を動画で説明しています。」
Https://www.youtube.com/playlist?list=
PLMG33RKISnWgpWG4SSXpn8jiZsCI_5MM5

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgpWG4SSXpn8jiZsCI_5MM5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgpWG4SSXpn8jiZsCI_5MM5
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●本システムは、gBiz ID（プライム・メンバーのいずれか）よりログインいた
だきます。

●gBiz IDは電子申請届出システム以外の省庁・自治体サービスでも御活用いた
だけます。

gBiz IDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
本システムのログインの際には、gBiz IDアカウントが必要となります。
本システムでご利用できるGビズIDのアカウント種類は、 「gBiz IDプライム」と「gBiz IDメ
ンバー」のみになります。まず初めにgBiz IDプライムのアカウントの作成が必要です。

●gBiz ID（プライム）の申請の流れ

本システムの利用のためには、まずgBiz IDプライムの申請が必要です。
（gBiz IDメンバーのアカウントは、gBiz IDプライムが作成します。）
gBiz IDプライムの申請の流れは以下の通りです。
gBiz IDプライムは書類審査が必要であり、審査期間は原則、２週間以内のため、電子申請届出
システムの運用開始までにIDの取得をお願いします。

●詳細についてはデジタル庁 gBiz IDホームページ（https://gbiz-id.go.jp/top/）を
ご参照ください。

【gBiz IDを活用して利用できる代表的な省庁サービス】（令和５年８月時点）

厚生労働省
「雇用関係助
成金ポータ
ル」

日本年金機構
「社会保険手
続きの電子申

請」

中小企業庁
「中小企業者認
定・融資電子申
請システム(SN
ポータル)」

中小企業庁
「IT導入補助
金2023」

厚生労働省
「食品衛生申
請等システ
ム」

【本システムのログイン画面イメージ】

「電子申請届出システム」のご利用のためには、
デジタル庁 gBiz IDの取得が必要です。

お早めにご取得ください！

アカウン
ト申請に
必要なも
のを準備
する

パソコンに
てgBiz ID
プライム申
請書を作成
する

申請書を
印刷し・
押印する

申請書と
印鑑（登
録）証明
書を郵送
する

審査完了
メール受
取り

パスワード
登録完了

（福山市）

https://gbiz-id.go.jp/top/


２０２５年（令和７年）２月４日 

 

各事業所・施設 管理者 様 

 

福 山 市 保 健 福 祉 局 

長 寿 社 会 応 援 部 介 護 保 険 課 長 

  

２０２４年度（令和６年度）電子申請届出システムについて（通知） 

 

 平素から介護保険事業の推進に御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

福山市から重要なお知らせです。 

本市では、介護事業所の文書負担の軽減を図るため２０２４年（令和６年）１２月３日より電子申請届

出システム（以下、「本システム」という。）での受付を開始しています。昨年から、ＧビズＩＤの取得

をお願いしてきたところですが、まだ取得されていない事業所・施設におかれましては、福山市介護保険

課ＨＰ内にＧビズＩＤの取得方法や本システムの操作ガイドを掲載しておりますので御確認いただき、

本システムによる手続きを行っていただきますよう、お願いいたします。 

なお、２０２５年（令和７年）４月１日から、メールでの申請書類の受付を取りやめ、申請書類の提出

方法を本システム、窓口への持参、郵送に変更いたしますので御理解、御協力をお願いいたします。 

   

１ ホームページ掲載場所について 

福山市トップページ（ｈｔｔｐｓ：//www.ｃｉｔｙ．ｆｕｋｕｙａｍａ．ｈｉｒｏｓｈｉｍａ．ｊｐ）＞担当部署で探す＞介護保険課＞

介護サービス事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」について 

 

２ 参考書類について 

※本システムのＵＲＬからログインして、画面右上にある「ヘルプ」をクリックすると、次の資料の最

新版が掲載されていますので、確認をお願いします。 

（１）操作マニュアル（介護事業所向け）詳細版 ver.2.10 

（２）操作ガイド（介護事業所向け）ver.2.10 

 （３）介護事業所・施設向け電子申請システムの操作説明（動画） 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgpWG4SSXpn8JiZsCl_5MM5 

 

＜問い合わせ先＞ 

福山市保健福祉局長寿社会応援部介護保険課 

                    事業者指定担当 

                    電 話 ：０８４－９２８－１２５９ 

                    Ｍａｉｌ：kaigo@city.fukuyama.hiroshima.jp 

mailto:kaigo@city.fukuyama.hiroshima.jp
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2025 年度（令和 7年度）の指定更新申請について 

 

１ 指定更新申請書の提出時期について（依頼事項） 

  多くの事業所・施設が 2026 年（令和 8 年）3 月末に指定有効期間の満了日を迎え

るため、指定更新申請の審査事務が 2025 年度（令和 7年度）末に集中します。 

  そのため、2025 年度（令和 7 年度）中に指定有効期間の満了日を迎える事業所・

施設に対して、通常より早く、指定更新申請書の提出を依頼しますので、期限までの

提出に御協力ください。 

 

２ 指定更新申請の流れ 

  指定更新申請の必要な事業者に対して、「指定更新勧奨通知」を送付します。 

  電子申請で提出される場合、指定申請書、付表については、システムに直接入力し

て、それ以外のものは、システムに添付してください。 

  郵送又は持参で提出される場合は、必要書類をホームページからダウンロードして

作成し提出してください。 

  提出後、指定更新申請書の修正を依頼することがあります。対象事業所数が多いた

め、提出から修正の依頼までに時間がかかる可能性がありますので、御了承ください。 

  なお、休止中の事業所については、指定更新ができないため、指定更新期限が到来

するまでに、再開又は廃止の手続きを行ってください。 

 

３ 申請方法について 

福山市においても、2024 年(令和 6年)12 月より、「電子申請届出システム」による

介護事業所の指定申請等の受付を開始しています。指定更新申請書の提出も「電子申

請届出システム」にて御提出いただきますよう、お願いいたします。 
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２０２５年度（令和７年度）事業者指導・監査方針について 

 

 

１ 基本方針 

利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に、サービスの質の確保・向上に資す

る｢確認｣「指導」の実施を基本とし、不正等が疑われる事業者に対しては、機動

的に「監査」を実施し、法令遵守の徹底を図る。 

 

２ 確認 

（１）実地確認 

事業所・施設においてサービス提供の実態及び身体拘束・高齢者虐待の防

止、人員配置等の確認を行うことを目的に行う。 

 

（２）実地確認の方法 

１事業所・施設当たり概ね１時間程度視察する。 

 

３ 指導 

（１）集団指導 

ア 指導事項 

制度管理の適正化を図るため制度理解に関する指導のほか、運営指導結

果の説明や、注意喚起が必要な事項など、適切な介護サービスや、介護報酬

請求が行われるよう講習等の方法により行う。 

 

イ 対象サービス及び実施回数 

区 分 回 数 備 考 

全サービス １・２回 介護サービス事業者説明会（３月） 

（その他、状況に応じてサービス種別ごとに、実施する場合があります。） 

 

（２）運営指導 

ア 開設前運営指導 

指定（開設）前の開設予定地での現地確認時に、指定申請書に基づく人

員・設備等の確認及び運営上の指導を行う。 

 

イ 開設後運営指導 

新規指定事業所・施設を対象とし、指定後早期に事業所・施設において実

施する。 
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(ｱ) 指導事項 

予め送付する「指定事業所における介護サービスの質の確保・向上に向

けた取組状況点検票｣｢自己点検シート」により事業者自ら点検し、その結

果を踏まえて、利用者の尊厳の保持及び介護サービスの質の確保・向上に

努め、不正請求を未然に防止し、将来に向けて適正運営を継続していくた

めに、指定申請時の人員配置等の確認や運営指導、報酬請求指導等を含め

た全般的な指導を行う。 

 

(ｲ) 運営指導の方法 

 

区

分 
行 動 等 備 考 

事 

前 

○実施通知（概ね１月前） 

○「指定事業所における介護サー

ビスの質の確保・向上に向けた

取組状況点検票｣、｢自己点検シ

ート｣及び国が作成した「各種加

算等自己点検シート」等を送付 

（記載事項） 

①運営指導の根拠規定及び目

的 

②運営指導の日時及び場所 

③指導担当者 

④出席を求める者 

⑤準備書類等の案内 

当 

日 
○人員・設備基準の確認 

○運営基準の確認 

○運営指導 

・利用者の生活実態のヒアリング・

評価 

・サービスの質に関するヒアリン

グ・評価 

○報酬請求指導 

・報酬基準に基づいた実施のヒア

リング・評価 

 

・勤務形態一覧表、｢指定事業所

における介護サービスの質

の確保・向上に向けた取組状

況点検票｣、「自己点検シー

ト」及び国が作成した「各種

加算等自己点検シート」を参

考とする。 

・福山市条例及び介護報酬の告

示に基づく指導及び助言を

する。（国が作成した「介護保

険施設等運営指導マニュア

ル」、「ケアプラン点検支援マ

ニュアル」及び「福山市介護

予防ケアマネジメントマニ

ュアル」を参考とする。） 

・１事業所・施設当たり概ね２

時間程度 
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事 

後 

○指導結果通知 （記載事項） 

・改善を求める事項及び根拠規

定 

 

○事業所・施設からの報告書の提

出 

 

改善又は過誤調整を要すると

認められた場合 

 

（ｳ） 実施体制 

１事業所・施設あたり担当職員３～４人で実施することを基本とする。 

 

ウ 定例運営指導 

介護サービス事業所・施設において実施する。 

指定又は許可の有効期間内、あるいは３年に１回以上の頻度で行うこと

が望ましい全事業所・施設を一巡する。 

 

(ｱ) 指導事項 

予め送付する｢指定事業所における介護サービスの質の確保・向上に向

けた取組状況点検票｣、「自己点検シート」により、人員配置等の実態を確

認するとともに、サービスの質の確保・向上や介護給付の適正化につなが

るよう、次の事項において重点的に指導を行う。 

個別ケアプランに基づいたサービス提供を含む「一連のケアマネジメ

ントプロセス」、「高齢者虐待防止及び身体的拘束廃止」等に係る運営上の

指導及び各種加算に基づくサービス提供に係る報酬請求上の指導と処遇

改善加算の算定状況についての確認を実施する。 

また、人員配置については、特に近年増加傾向にある併設や複合的なサ

ービスを提供している事業所において重点的に配置状況を確認する。 

地域密着型サービスについては、「認知症ケア」及び「地域との連携」

に係る理解・取組についても事業所の担当者とともにヒアリング及び評

価を行う。 

施設サービスについては、「衛生管理」・｢褥瘡予防｣等に係る理解・取組

についても施設の担当者とともにヒアリング及び評価を行う。 

居宅介護支援及び介護予防支援については、ケアプラン点検として、ケ

アプランがケアマネジメントにおける一連のプロセスを踏まえ、利用者

の自立支援に資するものになっているかを介護支援専門員等に対し、ヒ

アリングを行うとともに評価を行う。 

特に居宅介護支援における訪問介護の訪問回数の多いケアプランにつ



4 

いては、上記に加え、重度化防止等について介護支援専門員に対し、ヒア

リングを行うとともに評価・是正の促しを行う。 

また、過去に運営指導を実施した事業所・施設については、その際の指

摘事項等に対する取組状況を確認する。 

 

（ｲ) 運営指導の方法 

開設後、運営指導時と同様とする。 

 

（ｳ）実施体制 

開設後、運営指導時と同様とする。 

 

４ 監査 

監査 

利用者等からの通報、苦情、相談等に基づき、介護サービス事業者の指定基

準違反や不正請求等が疑われるとき、その確認及び行政上の措置が必要であ

ると認められる場合に実施する。 

 

５ 業務管理体制に係る検査 

福山市に届け出た業務管理体制の整備及びその運用状況を確認する「一般検

査」並びに指定等取消処分相当の事案が発覚した場合における「特別検査」を実

施する。 

なお、「一般検査」については、概ね６年に１回実施する。 

ア 検査事項 

別に定める「業務管理体制報告書」に基づき、法令遵守に係る取組状況を

確認する。 

 

イ 検査の方法 

書面検査を基本とし、必要に応じて、実地検査を行う。 

 

ウ 対象事業者 

介護保険法第１１５条の３２第 1 項に規定する介護サービス事業者であ

って、すべての指定又は許可を受けている介護サービス事象所又は施設の

所在地が福山市に所在する介護サービス事業者に対して実施する。 



【運営基準】

No. サービス種別 基準項目 指摘の対象となった具体的事例 指摘事項

1

全サービス共通 勤務体制の確保 職場におけるハラスメントの防止のための措置が講じられていなかった。 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で
あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境
が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるこ
と。

2

全サービス共通 勤務体制の確保等 医療、福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させる
ための措置が講じられていなかった。

全ての介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる
ために必要な措置を講じること。

3

全サービス共通 衛生管理等 感染症が発生し、またはまん延しないようにするための措置が講じられていなかっ
た。

感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね６
月に１回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知すること。
当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」を
整備し、従業者に対し感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び
訓練を定期的に実施すること。

4
全サービス共通 運営規程 運営規程において、虐待の防止のための措置に関する事項の規程が定められて

いなかった。
虐待の防止のための措置に関する事項の規程を定めること。

5
全サービス共通（注1：
施設サービスを除く）

秘密保持 サービス担当者会議等において、利用者家族の個人情報を用いるにあたり、当該
家族の同意が得られていなかった。

利用者家族の個人情報をサービス担当者会議等において用いる場合は、
あらかじめ文書により当該家族の同意を得ること。

6
注2：施設系サービス 施設サービス計画

の作成
施設サービス計画の原案の内容について、入所者の同意を得ていなかった。 施設サービス計画の作成に当たっては、その内容について入所者又はそ

の家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得ること。

7
介護老人福祉施設 入所に関する指針 入所判定の委員会で協議する入所申込者の選定の過程において、入所に関する

指針どおりの運用がなされていない状況が一部認められた。
透明性及び公平性が確保されるよう、当該指針に則した運用を行うこと。

8

介護老人保健施設 施設サービス計画
の作成

要介護更新認定を受けた場合にサービス担当者会議を開催していなかった。 入所者が要介護更新認定や要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
はサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サー
ビス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意
見を求めること。

9
介護老人保健施設 業務継続計画の策

定
感染症の発生時における業務継続計画が策定されていなかった。 計画を策定し、介護従事者に対し、周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施すること。

　　福山市内で、令和６年度の運営指導等で指導や助言等を行った事項のうち、主なものを記載しました。
　　今後の事業の適切な運営のために参考としてください。

　注3：通所サービス：通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護

　注2：施設系サービス：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設

　注1：施設サービス：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設


運営指導の指摘事項等について

f10606
テキストボックス

f10606
テキストボックス
資料６
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居宅介護支援 具体的取扱方針 居宅サービス計画の更新時に、当該計画の変更が必要な状況等は把握していた

が、アセスメントの結果が残されていない事例が見受けられた。
居宅サービス計画を作成する際は、原則として課題分析標準項目を具備
する課題分析を行った結果について完結の日から２年間保存すること。

11

居宅介護支援 具体的取扱方針 令和６年度介護報酬改定前において、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介
護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指定居
宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、及び利用者は居宅
サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求め
ることができること、並びに前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成
された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び
地域密着型通所介護（以下「訪問介護等」という。）が、それぞれ位置付けられた居
宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に当該指定居宅介護支援事業所
において、作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数
のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者に
よって提供されたものが占める割合について、文書を交付して説明を行なわなけれ
ばならないが、2023年（令和５年）10月以降に契約した利用者について、文書の交
付及び説明を行っていない事例があった。

これらは運営基準減算に該当するため、自主点検を行い、該当事例につ
いては早急に改善策を講じるとともに、契約月から当該状態が解消される
に至った月の前月までの介護報酬について、過誤調整を行うこと。また、
運営基準減算の該当月に初回加算を算定している場合は、併せて過誤調
整を行うこと。

12

居宅介護支援 具体的取扱方針 介護新規申請及び区分変更申請後から認定日までの暫定期間中に居宅サービス
計画（第６表及び第７表）が作成されておらず、文書により利用者の同意が得られ
ていない事例が確認された。

居宅介護支援の業務が適切に行われていない場合は、運営基準減算に
該当するため、該当事例については早急に改善策を講じるとともに、自己
点検を行い、介護報酬の過誤調整を行うこと。また、運営基準減算の該当
月に初回加算を算定している場合は、併せて過誤調整を行うこと。

13

居宅介護支援 具体的取扱方針 介護新規申請後、要支援の見込みで計画を作成し、認定結果が要介護であった
ケースについて、暫定期間中にモニタリングが実施されていなかったが居宅介護支
援費を請求している事例が見受けられた。

モニタリングの実施に当たり、介護支援専門員が１月に１回以上利用者の
居宅を訪問し、利用者に面接していない場合又はモニタリングの結果を記
録していない状態が１月以上継続する場合には、特段の事情のない限り
運営基準減算に該当するため、自己点検のうえ介護報酬の過誤調整を行
うこと。

14

居宅介護支援 具体的取扱方針 介護新規申請後から認定日までの期間の居宅サービス計画（暫定プラン）が作成
されておらず、その後の居宅サービス計画（本プラン）は作成されていたものの、そ
の居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、
文書により利用者の同意を得ていない事例及び交付を行っていない事例が確認さ
れた。

居宅介護支援の業務が適切に行われていない場合は運営基準減算に該
当するため、自己点検のうえ介護報酬の過誤調整を行うこと。また、運営
基準減算の該当月に初回加算を算定している場合は、併せて過誤調整を
行うこと。

15

居宅介護支援 具体的取扱方針 居宅介護支援費の算定にあたっては、指定居宅介護支援事業者が利用者に対し
て指定居宅介護支援を行った場合に算定できるものである。当該指定居宅介護支
援事業者において、暫定プランが作成されておらず、また、同行訪問によるアセスメ
ントの未実施、担当者会議への不参加等、包括支援センターとの適切な連携が図
られていないにも関わらず、居宅介護支援費を算定している事例が見受けられた。

該当する期間については、居宅介護支援費を算定できないため、自己点
検の上、過誤調整を行うこと。

16

居宅介護支援 具体的取扱方針 居宅介護支援費を請求した月のモニタリングの記録がない事例が見受けられた。 モニタリングの実施に当たり、介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪
問し、利用者に面接していない場合又はモニタリングの結果を記録してい
ない状態が１月以上継続する場合には、特段の事情のない限り運営基準
減算に該当するため、自己点検のうえ介護報酬の過誤調整を行うこと。

17

居宅介護支援 具体的取扱方針 令和６年度介護報酬改定前において、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介
護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指定居
宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、及び利用者は居宅
サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求め
ることができること、並びに前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成
された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び
地域密着型通所介護（以下「訪問介護等」という。）が、それぞれ位置付けられた居
宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に当該指定居宅介護支援事業所
において、作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数
のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者に
よって提供されたものが占める割合について、文書を交付して説明を行なわなけれ
ばならないが、文書の交付及び説明を行っていない事例があった。

これらは運営基準減算に該当するため、自主点検を行い、該当事例につ
いては早急に改善策を講じるとともに、契約月から当該状態が解消される
に至った月の前月までの介護報酬について、過誤調整を行うこと。また、
運営基準減算の該当月に初回加算を算定している場合は、併せて過誤調
整を行うこと。
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居宅介護支援 具体的取扱方針 モニタリングについて、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない事例が見
受けられた。

少なくとも１月に１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接し、その
結果を記録すること。また、運営基準減算に該当するため、自己点検のう
え介護報酬の過誤調整を行うこと。

19
居宅介護支援 具体的取扱方針 令和６年度介護報酬改定前において、モニタリングについて、利用者の居宅を訪問

し、利用者に面接していない事例が見受けられた。
少なくとも１月に１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するこ
と。また、運営基準減算に該当するため、自己点検のうえ介護報酬の過誤
調整を行うこと。

20

小規模多機能型居宅
介護

具体的取扱方針 居宅サービス計画について、家族の同意のみ得ており、利用者の同意を得ていな
い事例が確認された。

介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅
サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当
該居宅サービス計画の原案について利用者又はその家族に対して説明
し、文書により利用者の同意を得ること。

21

小規模多機能型居宅
介護

具体的取扱方針 居宅サービス計画について、家族の同意のみ得ており、利用者の同意を得ていな
い事例が確認された。

介護支援専門員は「福山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営
に関する基準等を定める条例」（平成26年条例第95号）第16条各号に掲げ
る具体的取組方針に沿って居宅サービス計画を作成し、その内容につい
て利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得て交付するこ
と。

22

小規模多機能型居宅
介護

小規模多機能型居
宅介護計画の作成

小規模多機能型居宅介護計画の作成及び説明等を介護支援専門員ではなく、看
護師が行っていた事例があった。また、家族の同意のみ得ており、利用者の同意を
得ていない事例が確認された。

介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環
境を踏まえて、他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の
目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した
小規模多機能型居宅介護計画を作成し、これを基本にサービス提供を行
うこと。また、当該計画の作成にあたっては、その内容について利用者又
はその家族に対して説明し、利用者の同意を得て交付すること。

23

小規模多機能型居宅
介護

具体的取扱方針 居宅サービス計画の見直しが行われていない事例があった。また、利用者家族か
ら同意を得ている事例があった。

介護支援専門員は「福山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営
に関する基準等を定める条例」（平成26年条例第95号）第16条各号に掲げ
る具体的取組方針に沿って居宅サービス計画を作成し、その内容につい
て利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得て交付するこ
と。

24
小規模多機能型居宅
介護

具体的取扱方針 居宅サービスの作成時や変更時にアセスメントや担当者会議が行われていない事
例、モニタリングに係る利用者の居宅での面接が行われていることが確認できない
事例があった。

居宅介護支援にあたっては「福山市指定居宅介護支援等の事業の人員及
び運営に関する基準等を定める条例」（平成26年条例第95号）第16条各号
に掲げる具体的取組方針に沿って行うこと。

25
小規模多機能型居宅
介護

小規模多機能型居
宅介護計画の作成

小規模多機能型居宅介護計画について、同意が得られていない事例や利用者家
族から同意を受けている事例が見受けられた。

当該計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に
対して説明し、利用者の同意を得ること。

26
小規模多機能型居宅
介護

身体的拘束 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（以下、「委員会」という。）
を３月に１回以上開催していなかった。また、身体的拘束等の適正化のための指針
が作成されていなかった。

指定小規模多機能型居宅介護介護事業者は、身体的拘束等の適正化を
図るため、委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、
介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

27
短期入所生活介護 短期入所生活介護

計画の作成
短期入所生活介護計画の原案について、利用者の同意を得ていない事例があっ
た。

短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又
はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ること。

28
短期入所生活介護 介護 入所者の入浴回数が１週間に２回未満の事例があった。 １週間に２回以上、適切な方法により、入浴又は清しきを行うこと。

29
短期入所療養介護 短期入所療養介護

計画の作成
短期入所療養介護計画について、利用者の同意を得ていなかった。 短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又

はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

30

地域密着型通所介護 地域との連携 運営推進会議がおおむね６月に１回以上開催されていなかった。 運営推進会議を開催し、運営推進会議に活動状況を報告し、運営推進会
議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を
聞く機会を設けること。また、運営推進会議を実施した場合は、当該会議
の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成し公表すること。

31
通所介護 利用定員 定員を超過した日が見られた。 サービス提供の質を

確保するためにも、災害その他のやむを得ない事情がある場合を除いて
は、利用定員を遵守すること。



32
通所介護 通所介護計画書の

作成
通所介護計画について、利用者の同意を得ていなかった。 通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家

族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

33
認知症対応型共同生
活介護

掲示 事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、介護従事者の勤務の体制その他の
利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。

34
認知症対応型共同生
活介護

業務継続計画の策
定

業務継続計画が策定されていなかった。 計画を策定し、介護従事者に対し、周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。

35

認知症対応型共同生
活介護

認知症対応型共同
生活介護計画の作
成

認知症対応型共同生活介護計画書の作成について、期間の更新ができていない
事例があった。

計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環
境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達
成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画を作成し、当該
計画の内容について利用者又は家族に対して説明し、同意を得ること。

36
認知症対応型共同生
活介護

入退居 入居申込者の入居に際して、主治医の診断書等により当該入居申込者が認知症
である者である確認ができていない事例があった。

入居に際しては、主治医の診断書等により当該入居申込者が認知症であ
る者であることの確認をすること。

37
認知症対応型共同生
活介護

秘密保持 従業者であった者について、秘密保持のための必要な措置を講じていなかった。 指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者であった者が、正当な
理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこと
がないよう、必要な措置を講じること。

38

認知症対応型共同生
活介護

地域との連携 運営推進会議の内容について、公表されていなかった。 運営推進会議を設置し、おおむね２月に１回以上開催し、運営推進会議に
対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営
推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。こ
れらの報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当
該記録を公表すること。

39

認知症対応型共同生
活介護

認知症対応型共同
生活介護計画の作
成

入居時に認知症対応型共同生活介護計画が作成されないままサービスが提供さ
れていた。

計画作成担当者は、入居者へのサービス提供にあたり、利用者の心身の
状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協
議のうえ、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの
内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成すること。

40
認知症対応型共同生
活介護

認知症対応型共同
生活介護計画の作
成

認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たって、利用者家族の署名により同
意を得ていた。

計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たって
は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同
意を得ること。

41

認知症対応型共同生
活介護

虐待の防止 高齢者虐待防止のための指針を整備していない事実が認められた。 高齢者虐待防止措置未実施減算に該当するため、速やかに改善計画を
提出し、当該事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、
所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算するこ
と。

42

認知症対応型共同生
活介護

身体的拘束 身体的拘束等は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため
緊急やむを得ない場合を除き行ってはならないが、「切迫性」、「非代替性」、「一時
性」の三要件の検討に係る記録がない事例、また、身体的拘束等の実施にあたり、
その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
の記録が行われていない事例があることが認められた。

やむを得ず身体的拘束等を実施する場合にあっては、三要件を真に満た
しているかを十分に検討し、検討内容については記録に残すこと。また 、
身体的拘束等の態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを
得ない理由をその都度記録し、廃止に向けた定期的な検討の場に活用す
るとともに、定期的な研修や勉強会の開催により認識を深め、従業者が一
体となって身体的拘束等の廃止に向けた取組みを行うこと。さらに身体拘
束廃止未実施減算に該当するため、速やかに改善計画を提出し、当該事
実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、所定単位数の
100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算すること。

43
訪問介護 訪問介護計画の作

成
訪問介護計画の同意について、利用者本人ではなく、家族から同意を得ていた事
例があった。

訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家
族に対して説明し、利用者の同意を得ること。



【人員基準】

No. サービス種別 基準項目 指摘の対象となった具体的事例 指摘事項

44

通所介護 人員に関する基準 看護職員について、雇用関係にない者を配置している営業日があった。 雇用関係にない者は従業者とはみなされないため、人員基準上満たすべ
き員数を下回っていた（１割を超えて減少）。
単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が１以上確
保されるために必要と認められる数を配置するにあたり、当該事業所の従
業者を配置すること。
看護職員の配置において、基準欠如が解消した場合は雇用関係のわかる
書類、人員基準欠如が解消した月の勤務表等を添えて改善報告書を速や
かに提出すること。
なお、7月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで利用者全員につ
いて指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に100分の70を
乗じて得た単位数を用いて算定すること。
職員の勤務体制について、従業者ではないものを勤務表に位置づけし、
指定通所介護の提供に当たっていた。利用者に対し適切な指定通所介護
を提供できるよう、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所
介護を提供すること。

【設備基準】

No. サービス種別 基準項目 指摘の対象となった具体的事例 指摘事項

45
介護老人福祉施設 設備 各ユニットの便所について別の用途(物置)で使用されているため、当該事業所が1

ユニットにつき便所を3ヶ所有しているとはいえない状態となっていた。
便所として利用するできるように速やかに整備すること。

46

介護老人保健施設 設備 療養室の一部にナース・コールを設置していなかった。 療養室にはナース・コールを設置すること。ただし、入所者の状況等に応じ
サービスに支障を来さない場合には、入所者の動向を検知できる見守り機
器を設置することで代用することとして差し支えない。

【介護報酬関係】

No. サービス種別 基準項目 指摘の対象となった具体的事例 指摘事項

47

介護老人福祉施設 看取り介護加算 看取り介護加算を算定するにあたり、入所の際に入所者又は、家族等に対して「看
取り介護に関する指針」の内容について同意を得ていなかった。

今後は、当該指針の内容について同意を得ること。
自己点検を行い、当該加算の算定要件を満たさないものについては、介護
報酬の過誤調整を行うこと。

48

介護老人福祉施設 経口維持加算（Ⅰ） 現に経口により食事を摂取する者でない入所者に対して経口維持加算（Ⅰ）を算定
していた。

当該加算は、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を
有し、誤嚥が認められる入所者に対して算定すること。
自己点検を行い、算定要件を満たさないものについては、介護報酬の過誤
調整を行うこと。

49

介護老人保健施設 入所前後訪問指導
加算（Ⅱ）

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）について、退所後に生活する居宅又は他の社会福祉
施設等を訪問し退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定に
あたり、生活機能の具体的な改善目標を定め、退所後の生活に係る支援計画を策
定した場合に対して算定できるが、退所後の生活に係る支援計画を策定していな
いにもかかわらず、算定している事例が認められた。

自己点検のうえ、算定要件を満たさない事例については介護報酬の過誤
調整を行うこと。



50

介護老人保健施設 経口移行加算 経口移行加算について、経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に
従い支援を行った場合に算定できるが、計画作成前に算定していた事例が認めら
れた。

同様の事例の有無について自己点検を行い、その結果をもとに介護報酬
の過誤調整を行うこと。

51

介護老人保健施設 褥瘡マネジメント加
算Ⅰ

褥瘡マネジメント加算Ⅰについて、褥瘡マネジメント加算Ⅱと同時に算定できない
が、算定していた事例が認められた。また、褥瘡マネジメント加算Ⅱについて、褥瘡
が認められた入所者について、当該褥瘡が治癒した場合等に算定できるが、褥瘡
が治癒していない場合に算定していた事例が認められた。

同様の事例の有無について自己点検を行い、その結果をもとに介護報酬
の過誤調整を行うこと。

52

介護老人保健施設 入退所前連携加算
（Ⅰ）

入退所前連携加算（Ⅰ）については、入所予定日前30日以内または入所後30日以
内に、入所者が退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業所と連携し、当該
入所者の同意を得て、退所後の居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用
方針を定める必要があるが、利用方針を定めていない入所者に対し、算定している
事例が認められた。

同様の事例の有無について自己点検を行い、その結果をもとに介護報酬
の過誤調整を行うこと。

53
居宅介護支援 入院時情報連携加

算（Ⅱ）
令和６年度介護報酬改定前において、入院時情報連携加算（Ⅱ）について、入院日
や情報提供を行った確認ができず、算定要件を満たしていない事例があった。

算定要件を満たしていないものについては、自主点検の上、介護報酬の
過誤調整をすること。

54
居宅介護支援 退院・退所加算 退院・退所加算（Ⅰ）ロについて、カンファレンスの構成要件を満たさない場合に算

定している事例が認められた。
算定要件を満たしていないものについては、自己点検の上、介護報酬の
過誤調整をすること。

55

居宅介護支援 同一建物減算 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地
内の建物若しくは指定居宅介護支援事業所と同一の建物（以下この注において
「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者又は指定居宅介護支援事業所に
おける１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物（同一敷地内建
物等を除く。）に居住する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合は、所
定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する必要があるが、算定していな
かった事例があった。

対象の利用者について、自己点検のうえ介護報酬の過誤調整を行うこと。

56
居宅介護支援 退院・退所加算 退院・退所加算(Ⅱ)ロを算定するにあたり、居宅サービス計画が作成されていない

事例が確認された。
また退院・退所加算(Ⅰ)ロについて、カンファレンスの構成要件を満たさな
い事例が確認された。算定要件を満たさないものについては、自主点検の
うえ介護報酬の過誤調整を行うこと。

57
居宅介護支援 入院時情報連携加

算（Ⅰ）
入院時情報連携加算（Ⅰ）について、要件を満たさない場合に算定している事例が
認められた。

算定要件を満たしていないものについては、自己点検の上、介護報酬の
過誤調整をすること。

58
居宅介護支援 退院・退所加算 退院・退所加算（Ⅰ）ロ及び（Ⅱ）ロについて、カンファレンスの構成要件を満たさな

い場合に算定している事例が認められた。
算定要件を満たしていないものについては、自主点検の上、介護報酬の
過誤調整をすること。

59
居宅介護支援 退院・退所加算 退院・退所加算（Ⅰ）イについて、利用者が入退院をしていない月に算定している事

例が認められた。
算定要件を満たしていないものについては、自己点検の上、介護報酬の
過誤調整をすること。

60
通所介護 科学的介護推進体

制加算
科学的介護推進体制加算について、利用者全員の情報を提出すべきところ提出が
なされていなかった。

遡り入力期間(令和６年１０月１０日)までに利用者全員の情報の提出がで
きなかった場合は、遡り過誤調整を行うこと。

61

通所介護 送迎減算 送迎を行わなかった利用者について「送迎減算」をしていなかった事例が見受けら
れた。

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が
送迎を実施していない場合に、片道につき減算の対象となるため、自己点
検のうえ、請求時に減算していないケースがある場合は、過誤調整を行う
こと。

62

通所介護 個別機能訓練加算
(Ⅰ)イ、ロ(Ⅱ)

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ、ロ及び（Ⅱ）の算定について、３月ごとに１回以上、機能
訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活
状況をその都度確認する必要があるが、３月ごとの訪問が行われていない事例が
あった。

自己点検を行い、算定要件を満たしていない事例については介護報酬の
過誤調整を行うこと。



63

通所介護 基本報酬 短縮したサービス提供時間を本来の提供時間と異なる請求をしていた事例があっ
た。

報酬を算定する際は、区分と提供時間を確認したうえで算定し請求するこ
と。同様の事例の有無について自己点検を行い、その結果に基づき、過誤
調整を行うこと。

64

通所リハビリ リハビリテーション
マネジメント加算
（Ａ）イ

令和６年度介護報酬改定前において、リハビリテーショマネジメント加算（Ａ）イ（１）
について、通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の
同意を得た日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質
を管理した場合に算定している事例が認められた。

算定要件を満たしていないものについては、自主点検の上、介護報酬の
過誤調整をすること。

65

通所リハビリ 理学療法士等体制
強化加算

理学療法士等体制強化加算について、配置基準を超えて理学療法士、作業療法
士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置していない場合に算定している
事例があった。

算定要件を満たしていないものについては、自主点検の上、介護報酬の
過誤調整をすること。

66

認知症対応型共同生
活介護

医療連携体制加算
（Ⅱ）

医療連携体制加算（Ⅱ）について、算定日が属する月の前３月間において、インス
リン注射を実施している状態等の利用者がいないにも関わらず、算定している事例
があった。

算定要件を満たさないものについては、自己点検のうえ介護報酬の過誤
調整を行うこと。

67

認知症対応型共同生
活介護

看取り介護加算 看取り介護加算について、医師等が共同で作成した利用者の介護に係る計画につ
いて、医師等から説明を受け、当該計画に同意をしている者（その家族等が説明を
受けたうえで、同意している者を含む。）が算定対象となるが、同意を得ていないに
もかかわらず算定している事例が見受けられた。

自己点検を行い、当該加算の算定要件を満たさないものについては介護
報酬の過誤調整をすること。

68
認知症対応型共同生
活介護

基本報酬 認知症対応型共同生活介護費について、入院していたにもかかわらず、請求して
いた。

自己点検を行い、請求要件を満たさないものについては介護報酬の過誤
調整をすること。



69
認知症対応型共同生
活介護

認知症チームケア
推進加算（Ⅱ）

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）の算定要件を満たしていないにもかかわらず誤っ
て算定している事例が確認された。

当該加算については介護報酬の過誤調整を行うこと。

70

認知症対応型共同生
活介護

口腔衛生管理体制
加算

口腔衛生管理体制加算を算定するにあたり、歯科医師又は歯科医師の指示を受
けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1
回以上行っていない場合に算定している事例があった。

自己点検を行い、当該加算の算定要件を満たさないものについては介護
報酬の過誤調整をすること。

71

認知症対応型共同生
活介護

看取り介護加算 看取り介護加算について、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復
の見込みがないと診断した者が対象となるが、診断の前に算定している事例が見
受けられた。

自己点検を行い、当該加算の算定要件を満たさないものについては介護
報酬の過誤調整をすること。

72
認知症対応型共同生
活介護

医療連携体制加算
（Ⅰ）イ

医療連携体制加算（Ⅰ）イを算定するにあたり、看護師を常勤換算方法で1名以上
配置していない場合に算定している事例があった。

自己点検を行い、当該加算の算定要件を満たさないものについては介護
報酬の過誤調整をすること。



文書指摘事項の補足

１

２

３

文書指摘事項のうち、特に注意が必要なもの

（例：指摘件数が多い、多額の過誤調整が必要）

文書指摘には至っていないが、要件の理解が不十分な
事業所が多く見受けられたため、留意していただきた
いもの

その他、周知が必要なもの

次の について、次項より記載していますので、ご
確認ください。

この補足資料のなかで使用する通称

通称 書籍の名称 ポイント

青本
令和6年4月版 介護報酬の解釈
１単位数表編

報酬告示と、関係告示の抜粋、留意事項通
知が見開き３段で分り易く掲載されていま
す。

赤本
令和6年4月版 介護報酬の解釈
２指定基準編

基準省令と解釈通知が１ページの左右で対
照できるよう配置されています。

緑本
令和6年4月版 介護報酬の解釈
３ＱＡ・法令編

Q&Aや関係告示、関係通知が掲載されてい
ます。

１ ２ ３

f10606
テキストボックス
資料７

f10606
テキストボックス



身体拘束廃止未実施減算

（密着）特養、老健、介護療養型、医療院、グループホーム、特定施設、
短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小
規模多機能型居宅介護

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われてい

た場合ではなく、次の①～④に該当した場合に減算される

ものです。（青本・赤本参照）

文書指摘事項のうち、特に注意が必要なもの ①－１

身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の入所者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。とされています。

月ごとの記録ではなく、拘束の都度（毎日）記録が必要です！

１ 身体拘束等を行う場合の記録を行っていない

国の新型コロナの臨時的な取扱いにおいても頻度の緩和は示されて
いません。開催方法は問いませんので、年４回ではなく、必ず３か月に
１回以上、開催してください。また、開催したことが分かるよう、記録して

ください。
なお、拘束の事例が無い場合も必ず３か月に１回以上、開催が必要です。

２ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会を３か月に１回以上開催していない

国（解釈通知）において示されている項目を盛り込んでください。

３ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない

年に２回に加え、新規採用時には必ず実施してください。

身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を

実施していない

４



家族の個人情報を用いる
場合の同意

全サービス（施設サービスを除く）

文書指摘事項のうち、特に注意が必要なもの ①－２

各サービス種別の基準省令「秘密保持等」の項目（赤本参照）において、次のように
定められています。

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用

者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家
族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければ
ならない。

ＣＨＥＣＫ

０２ 家族の代表から同意を得ていますか。

特に家族が遠方の場合、要支援の利用者等で契約を本人が行ったケースでは、家族
の個人情報を共有することに対し、家族から同意を得ていないケースが散見されて
います。
個人情報を共有する家族の代表から、同意を得てください。
家族一人ひとりから同意を得ることが望ましいですが、基準上は、家族の代表から
包括的に同意を得ることで足りるとされています。
なお、身寄りがない等、家族の個人情報を共有しない場合は同意を得る必要はあり
ません。

ＣＨＥＣＫ

０１ 同意欄が「代理人」となっていませんか。

「代理人」は利用者の代理であり、家族として同意を得ていることにはなりません。
「家族」として同意を得るように様式を変更する必要があります。



利用者本人の署名を
家族等が代筆する場合

全サービス

文書指摘事項のうち、特に注意が必要なもの ①－３

たとえば、重要事項説明書に対する同意については、各サービス種別の基準省令「内
容及び手続の説明及び同意」に、個別サービス計画等に対する同意については、各
サービス種別（訪問入浴介護、居宅療養管理指導を除く）の基準省令「（サービス）
計画の作成」の項目において、次のように定められています。 （中略等あり） （赤
本参照）

（例）重要事項説明書
• 訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族

に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込
者の同意を得なければならない。

（例）訪問介護計画
• 訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその

家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

（例）居宅サービス計画（第１～３、６、７表）
• 居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して

説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

ＣＨＥＣＫ

０１ 署名が代筆者の氏名になっていませんか。

利用者の身体的理由等により本人署名が困難で、家族等に代筆していただく場合も、
利用者本人の氏名で署名を得てください。
その場合、本人との続柄、代筆者氏名をあわせて記入していただくことが望ましい
です。



認知症高齢者日常生活自立度

認知症加算、認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算等

文書指摘事項のうち、特に注意が必要なもの ①－５

留意事項通知（青本p133,139,548,875,1108）において、次のように定められています。
（中略等あり）

• 加算の要件として認知症高齢者の日常生活自立度を用いる場合に

当たっては、医師の判定結果又は主治意見書を用いるも
のとする。

• 複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるも
のとする

• 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて

同意が得られていない場合を含む。）にあっては、要介護認定の認

定調査員が記入した認定調査票を用いるものとする。

認定調査票を算定の根拠として用いることができるのは、医師の
診断書や主治医意見書が無い場合です。
また、認定調査票以外の、たとえば在宅のケアマネが作成したア
セスメントシート等を用いることは、解釈通知において示されて
いません。

施設サービス計画について
施設サービス

文書指摘事項のうち、特に注意が必要なもの ①－４

基準省令「施設サービス計画の作成」の項目（赤本参照）において、次のように定め
られています。

施設において、計画の見直し頻度を3か月に1回等としていても、
更新・区分変更があった場合は、その時点において、サービス
担当者会議の開催が必要です。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、

サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、

施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見
地からの意見を求めるものとする。

(1) 入所者が要介護更新認定を受けた場合

(2) 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合



退院退所加算における
カンファレンスについて

留意事項通知（青本p865）において、次のように定められています。

（病院又は診療所）
診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の注３の要
件を満たし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、
福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの

居宅介護支援

文書指摘事項のうち、特に注意が必要なもの ①－６

（退院時共同指導料２の注３の要件）
①入院中の保険医療機関の医師又は看護師等が、②在宅療養担当医療機関の保険医
若しくは看護師等、③保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、
④保険薬局の保険薬剤師、⑤訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除
く。）、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、⑥介護支援専門員（介護保
険法第７条第５項に規定する介護支援専門員をいう。）又は⑦相談支援専門員（障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談
支援の事業人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２８号）第３条
第１項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する
基準（平成２４年厚生労働省令第２９号）第３条第１項に規定する相談支援専門員
をいう。）のうちいずれか３者以上と共同して指導を行った場合

また、退院時共同指導料２の注３の要件については、次のように定められています。

② 保険医療機関

医師・看護師等

在
宅

③ 歯科医師 → 歯科衛生士

④ 薬剤師

⑤ 訪問看護ステーション

訪問看護師等（准看護師除く）、
PT、ST、OT

⑥ 介護支援専門員

① 入院中
の保険医療
機関の医師
又は
看護師等

• ①と②が同じ場合は要件を満
たさない

• ①～⑦それぞれから２人以上
の参加があっても、１事業所
として数える

例）②から医師と看護師が
参加した場合でも１事業
所として数える

⑦ 相談支援専門員

ＰＯＩＮＴ



短期入所生活介護

ロングショートについて

1月1日～1月15日までＡ事業所を利用。
1月15日にＡ事業所を退所し、同日にＢ事業所に入所。
1月15日～2月28日までＢ事業所を利用。

・Ａ事業所：Ａ短期入所生活介護事業所、Ｂ事業所：Ｂ短期入所生活介護事業所
・Ａ事業所とＢ事業所は同一敷地ではない。
・ 1月1日から2月28日までの間、一度も帰宅していない。

福山市ではロングショートとなることに対し、届出等は求めていません。
必要性を十分検討したうえで、経過や理由、検討内容を支援経過等に記録し
ておいてください。

届
出

利用する事業所が同一敷地でない場合は、入所日と退所日の両方を含む
（算定）ことができます。（青本p135）

１ 同日に２事業所を利用することについて

短期入所生活介護というサービス種別に対するものなので、1月15日でリ
セットにはなりません。
また、1月15日にＡとＢの2事業所でそれぞれ算定する場合、2日分のカウント

となるため、31日目は（通常より1日早い） 1月30日になります。

２ ３１日目の自費（※）について

※告示 注21 （青本p360）

利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日
以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。

例

利用する事業所が同一敷地でない場合は、事業所ごとにカウントするため、
1月15日でリセットされ、Ｂ事業所の31日目の利用日である2月14日から減算と
なります。

３ 長期利用者に対する減算
※利用者等告示 二十二 （青本p360）

連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所（中略）している場合であって、指
定短期入所生活介護を受けている利用者

文書指摘には至っていないが、留意していただきたいもの ②－１



各サービス共通
(1) センサーマット、エアマット、車いすなど事業所・施設内

で用いる福祉用具を利用者に持参（利用者の任意での持参
は除く）させ、又は実費負担を求めている事例

(2) 利用者の趣味・嗜好によらず、単に利用者の体格が大き
いことや病状を理由に福祉用具を利用者に持参（利用者
の任意での持参は除く）させ、又は実費負担を求めてい
る事例

小規模多機能型居宅介護又は短期入所生活（療養）介護
で１月を通して１度も自宅に戻っていない利用者に対し
て請求している事例

注）施設系サービスの利用者とは、施設サービス、認知症対応型共同生活介護を利
用する者をいう。

居宅介護支援、福祉用具貸与、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、認知症
対応型共同生活介護、通所介護 等

2016年度（平成28年度）実地指導において、福祉用具貸与の不適切な事例が見受け
られ、同年度の集団指導において、福祉用具の適切な取扱いについて周知したところ
ですが、このことについて、現在も問合せを多くいただいているため、再周知いたし
ます。

文書指摘には至っていないが、留意していただきたいもの ②－２

福祉用具の適切な取扱い

• 介護を提供するにあたり必要な福祉用具は、事業所・施設
で備えてください。

• 居宅での利用実績が全くない場合は、福祉用具貸与費の給
付対象となりません。
計画作成を担当する介護支援専門員等は、長期の連泊が見
込まれるときには、速やかにプラン変更及び福祉用具貸与
事業所の担当者に連絡してください。

施設サービスの利用者（注）及び長期連泊者に対する不適切事例

上記のような事例は給付費適正化のため、過誤調整の対象となり
ます。！

１

２



看取り介護加算、医療連携体制加算

看取りに関する指針及び
重度化した場合の指針

（看取り介護加算）

• 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等

に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
（医療連携体制加算）

• 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又

はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ているこ
と。

留意事項通知（青本参照）に、次のように示されています。

１

文書指摘には至っていないが、留意していただきたいもの ②－３

ＣＨＥＣＫ

０２ 指針に記載すべき内容が不足していませんか。

（看取りに関する指針）
• 当該事業所の看取りに関する考え方
• 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれ

に応じた介護の考え方
• 事業所において看取りに際して行いうる医療行為の

選択肢
• 医師や医療機関との連絡体制（夜間及び緊急時の対

応を含む）
• 利用者等への情報提供及び意思確認の方法
• 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書

式
• 家族等への心理的支援に関する考え方
• その他看取り介護を受ける利用者に対して事業所の

職員が取るべき具体的な対応の方法

ＣＨＥＣＫ

０１ 看取りの開始直前に同意を得ていませんか。

指針については、看取り期になってから同意を得るものではなく、入居の際に同意
を得ることが必要です。（看取り介護加算、医療連携体制加算両方）
なお、医療連携体制加算は、入居日から算定可能ですが、看取り介護加算を算定で
きるのは、看取りのプランについて説明し、同意を得た日以降です。

（重度化した場合の対応に係る指針）
• 急性期における医師や医療機関との連絡体制
• 入院期間中における居住費や食費の取扱い
• 看取りに関する考え方、本人及び家族との話

し合いや意思確認の方法等の看取りに関する
指針

ＰＯＩＮＴ

看取りと重度化の指針は、必ずしも
別々に作成する必要はありませんが、
一体的に作成する場合であっても、
項目は網羅する必要があります。



原則、給付の優先は「医療保険＜介護保険」

医療保険が優先されるサービス

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

その他、周知が必要と思われるもの ③－１

（特定疾病等）
• 末期の悪性腫瘍の患者
• 別に厚生労働大臣が定める疾病等（多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳

変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳
皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能
障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。）をいう。）、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎
縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。）、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎
白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全
症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態）の患者

※ 精神科訪問看護・指導料等に係る訪問看護の利用者

１

２ 「医療保険＞介護保険」の例

• 医療サービスで介護保険と医療保険の給付が重なる部分は、介護保険の給付が優先
し、医療保険の給付は行われません。

• 医療保険（診療報酬）では、要介護者等について算定できる診療行為が定められて
います（平20.3.27告示128）。

• 介護保険のサービスをうけている場合でも、病状が悪化したり新たな病気にかかっ
て、一般の医療機関を受診したときや急性期病棟に入院したとき等の、介護サービ
ス以外の急性期医療等が必要な場合は、原則として医療保険から給付をうけます。

• また、歯の治療は医療保険で行われます。
「令和６年度版 介護保険制度の解説」（社会保険研究所発行）より

特定疾病等
急性増悪等による
特別指示

精神の訪問看護※

訪問看護 医療保険 医療保険 医療保険

訪問リハビリテー
ション

介護保険 医療保険 ―

通所リハビリテー
ション

介護保険 ― ―



全サービス

その他、周知が必要と思われるもの ③－２

うち、減算が適用されるもの

これらが満たされていない場合、基準違反となります！

１

２

３

４

業務継続計画未実施減算

身体的拘束等の適正化のための措置

身体拘束廃止未実施減算

書面掲示規制の見直し（重要事項等のウェブサイトへの掲載・公表）

（ほぼ全サービス）

（短期入所系サービス★、多機能系サービス★）

（短期入所系サービス★、多機能系サービス★）

（全サービス）

■ 感染症や災害の発生時にサービス提供できる体制を構築するため、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の
業務継続計画が策定されていない場合は、基本報酬を減算する。＜経過措置終了（※）＞

【単位数】
業務継続計画未策定減算 施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算（新設）

その他のサービス 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

（※）令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合
には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和７年３月31日までの間、減算を適用しない。

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 Ｒ６告示改正

全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）

■ 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘
束等の適正化を図るための措置（身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由を記録すること、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に一回
以上の開催し、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること、指針の整備、研修の実施）が講
じられていない場合に、基本報酬を減算する。＜経過措置終了＞

【単位数】
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

これまで適用されていた施設・居住系サービスについては変更なし。

身体的拘束等の適正化の推進 Ｒ６告示改正

短期入所系サービス★:短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用)、
特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型、短期利用)

多機能系サービス★ :小規模多機能型居宅生活介護、看護小規模多機能型居宅介護

6

・令和６年度介護報酬改定における改定事項について（抜粋）
・介護保険最新情報vol.1225（抜粋）
・介護保険最新情報Vol.1345

参考資料



2021年4月1日

厚生労働省 老健局

令和６年度介護報酬改定における改定事項について



１.（５）④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

概要

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務
継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策
定の場合、基本報酬を減算する。【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 業務継続計画未実施減算

施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算（新設）
その他のサービス 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

算定要件等

○ 以下の基準に適合していない場合（新設）
・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること
・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

※ 令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っ
ている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和７年３月31日までの間、
減算を適用しない。

○ １年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し
支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表
システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。また、
県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所につ
いても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。

【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、
各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、その他サービスは、所
定単位数から平均して７単位程度/（日・回）の減算となる。



概要

○ 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。

ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催等、
指針の整備、研修の定期的な実施）を義務付ける。【省令改正】また、身体的拘束等の適正化のための措置が講
じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、１年間の経過措置期間を設けることとする。【告示改正】

イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、利用者又は
他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと
とし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由を記録することを義務付ける。【省令改正】

【ア：短期入所系サービス★、多機能系サービス★、イ：訪問系サービス★、通所系サービス★、福祉用具貸与★、
特定福祉用具販売★、居宅介護支援★】

１．（６）② 身体的拘束等の適正化の推進①

基準

○ 短期入所系サービス及び多機能系サービスの運営基準に以下の措置を講じなければならない旨を規定する。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、

介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

○ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援の運営基準に以下を規定
する。
・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならないこと。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならないこと。



１.（６）② 身体的拘束等の適正化の推進②

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

単位数

算定要件等

○ 身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録すること
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、

介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

〇 全ての施設・事業所で身体的拘束等の適正化が行われるよう、令和６年度中に小規模事業所等における取組事例
を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に身体的拘束等の適正化に関する取組状況を追
加する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し、未実施又
は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を求
める。

【短期入所系サービス★、多機能系サービス★】

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、各サービ
ス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、短期入所系・多機能系サービスは所定単位
数から平均して９単位程度/日の減算となる。



【全サービス】

５．① 「書面掲示」規制の見直し

概要

○ 運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」を
求めている一方、備え付けの書面（紙ファイル等）又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代
替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護
サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情報公表システム
上）に掲載・公表しなければならないこととする。【省令改正】【告示改正】【通知改正】

（※令和７年度から義務付け）



 

介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

 

Vol.1225 

令和６年３月 15日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各介護保険関係団体      御 中 
←厚生労働省老健局 高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

 

今回の内容 

「令和６年度介護報酬改定に関する

Ｑ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 

15 日）」の送付について 
計112枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  : 03-5253-1111(内線 3971、3979、3938) 

F A X  : 03-3595-4010 
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【全サービス共通】 

○ 業務継続計画未策定減算について 

問 164 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

（答） 

・ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業

務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

 

・ なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、

業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業

務継続計画未策定減算の算定要件ではない。 
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問 165 業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。 

（答） 

業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。 

 

 対象サービス 施行時期 

① 

通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施

設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通

所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活

介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅

介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、

介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、

介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型

通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認

知症対応型共同生活介護 

令和６年４月 

※ただし、令和７年３

月 31 日までの間、感

染症の予防及びまん

延の防止のための指

針の整備及び非常災

害に関する具体的計

画の策定を行ってい

る場合には、減算を適

用しない。 

② 
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーショ

ン 

令和６年６月 

※上記①の※と同じ 

③ 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーシ

ョン、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介

護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、

介護予防福祉用具貸与、介護予防支援 

令和７年４月 

※居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売及び特定介護予防福

祉用具販売には、業務継続計画未策定減算は適用されない。 
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問 166 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認さ

れた場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

（答） 

・ 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見

した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用する

こととなる。 

 

・ 例えば、通所介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未

策定が判明した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に

関する具体的計画の策定を行っていない場合）、令和７年 10月からではなく、令和６年４

月から減算の対象となる。 

 

・ また、訪問介護事業所が、令和７年 10月の運営指導等において、業務継続計画の未策

定が判明した場合、令和７年４月から減算の対象となる。 

 

○ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

問 167 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止

するための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を

置くこと）がなされていなければ減算の適用となるのか。 

（答） 

・ 減算の適用となる。 

 

・ なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 

    

問 168 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実

が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

（答） 

過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生

じた月」となる。 

  



 

介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

 

Vol.１３４５ 

令和７年１月２０日 

厚生労働省 老健局 高齢者支援課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 

 

今回の内容 
 

 

高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施

減算の取扱いに係るＱ＆Ａの周知について 

計３枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 ３９９５） 

FAX : 03-3595-3670 
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事 務 連 絡 
令和７年１月 20 日 

 
都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 
中 核 市 

 
厚生労働省老健局高齢者支援課 

 
 

高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係る 

Ｑ＆Ａの周知について 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 
令和６年度介護報酬改定においては、利用者の人権の擁護、虐待の防止等をよ

り推進する観点及び身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、適切な措置

が講じられていない場合に基本報酬を減算する「高齢者虐待防止措置未実施減

算」の新設及び「身体拘束廃止未実施減算」の拡大を行ったところです。 
令和７年４月より一部サービスにおいて身体拘束廃止未実施減算の経過措置

期間が終了することを踏まえ、改めて当該減算の取扱いにつきましてＱ＆Ａを

作成いたしましたので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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【（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）小規模多機

能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】 

 

○ 身体拘束廃止未実施減算の適用について 

問１ 利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体的拘束等の適正

化を図るための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の実施）がなされてい

なければ減算の適用となるのか。 

（答） 

減算の適用となる。 

なお、施設系サービス及び居住系サービスにおいても同様である。 

 

問２ 運営指導等で行政機関が把握した身体的拘束等の適正化を図るための措置が講

じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を

適用するのか。 

（答） 

過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が

生じた月」となる。 

 

問３ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

の検討には、三つの要件（切迫性、非代替性、一時性）全てを満たすことの記録が確

認できなければ減算の適用となるのか。 

（答） 

減算の適用となる。 

また、三つの要件については、以下を参考にされたい。 

 「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可

能性が著しく高いこと 

 「非代替性」とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がな

いこと 

 「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 

なお、訪問系サービス及び通所系サービス等について、減算の適用はないが、当該

要件を満たした記録の確認ができない場合は、指導の対象になることに留意されたい。 
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【全サービス（居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売を除く）】 

○ 高齢者虐待防止措置未実施減算の適用について 

問１ 高齢者虐待防止のための研修を年に何回以上行わなければ減算の対象となるか。 

（答） 

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成 11年

９月 17 日老企第 25号）」等、各サービスの指定基準の解釈通知にてお示ししている虐待

の防止に係る事項の規定を参照されたい。 

 

なお、研修の回数については、サービスによって回数が異なっており、以下の通り。 

・年に２回以上 

（介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密

着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福

祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

 

・年に１回以上 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリ

テーション、通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）短期入所生活

介護、（介護予防）短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型

訪問介護、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、（介護予防）小規模

多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援 



訪問系サービス

※1

通所系サービス

※2

短期入所・多機能系

サービス　※3

居住系サービス

※4

施設系サービス

※5
備考

身体拘束等適正化検討委員会 － －
年4回以上

（3月に1回以上）

年4回以上

（3月に1回以上）

年4回以上

（3月に1回以上）

虐待防止検討委員会 年1回以上 年1回以上 年1回以上 年1回以上 年1回以上

感染対策委員会
年2回以上

（6月に1回以上）

年2回以上

（6月に1回以上）

年2回以上

（6月に1回以上）

年2回以上

（6月に1回以上）

年4回以上

（3月に1回以上）

事故防止検討委員会 － － － － 年1回以上

身体拘束適正化研修 － － 年2回以上 年2回以上 年2回以上

虐待防止研修 年1回以上 年1回以上 年1回以上 年2回以上 年2回以上

感染対策研修 年1回以上 年1回以上 年1回以上 年2回以上 年2回以上

BCP研修 年1回以上 年1回以上 年1回以上 年2回以上 年2回以上
感染症BCPの研修は、感染対策研修と一体的に実

施可。

事故防止研修 － － － － 年2回以上

感染対策訓練 年1回以上 年1回以上 年1回以上 年2回以上 年2回以上

風水害、地震等の災害に対処す

るための避難訓練
－ 年1回以上 年1回以上 年1回以上 年1回以上

消防法で定められた避難訓練 － 消防法の定めによる 消防法の定めによる 消防法の定めによる 消防法の定めによる

BCP訓練 年1回以上 年1回以上 年1回以上 年2回以上 年2回以上
感染症BCPの訓練は感染対策訓練と一体的に実施可。

災害BCPの訓練は防災訓練と一体的に実施可。※８

訓

練

各種委員会・研修・訓練の実施回数について

委

員

会

他の委員会と一体的に設置・運営することは差し支

えないが、委員会の開催に当たっては、それぞれの

委員会で検討すべき内容について議論したことが分

かるように記録すること。

研

修

　

※

6

・

7

※1…訪問介護（総合事業含む）、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

　 ＊居宅療養管理指導に係る虐待防止委員会、虐待防止研修、BCP研修及びBCP訓練は、令和9年3月31日までは努力義務

　 ＊居宅療養管理指導、居宅介護支援及び介護予防支援に係る感染対策委員会は、事業所の従業員が1名であって、感染症予防のための指針が整備されている場合は、開催しないことも差し支えない。

※2…通所介護、地域密着型通所介護（総合事業含む）、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション

※8…ただし、BCPの内容を含んでいない場合は、BCPの訓練を行ったとはみなされないことにに留意されたい。

風水害、地震等の災害に対処するための避難訓練と

消防法で定められた避難訓練は、一体的に実施可

※5…介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

※6…他の研修と一体的に実施する場合であっても、それぞれの内容について研修したことが分かるように記録すること。また、上記研修以外にも、取得している加算の要件として実施が求められている研修（看取りに関する研修、

　　  入浴介助に関する研修など）については、計画的に実施すること。

※7…各種研修については、新規採用時にも実施すること。

　 ＊地域密着型通所介護のうち療養通所介護事業者は、上記に加え、安全・サービス提供管理委員会を概ね6月に1回以上開催すること。

※3…短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

　 ＊身体拘束等適正化検討委員会及び身体拘束等適正化研修は、令和7年4月1日より義務化

※4…特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
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その他、周知が必要と思われる　③－３



介護保険課への基準・加算等の質問について

令和4年4月1日より、質問内容を正確に把握し、適切かつ一義的に回答することを目的として、人員・

運営基準、請求・加算の内容に関する質問は、原則、本市介護保険課ホーム
ページの質問フォームで受付けていますので、御協力をお願いします。

■質問フォームで受け付ける質問の例
• 人員、運営基準に関すること
職員の人員基準、兼務の可否について（※１）
ケアプラン等の計画に関すること

• 請求、加算に関すること
変更届の提出〆切、添付書類について（※１）
体制届の提出〆切、添付書類について（※１）
提出書類の書き方
日割りについて（※１）
同日の複数サービス利用について（※１）
加算・減算の要件に該当するかどうか（※１）
令和６年度の制度改正について（※１）

■電話📞で受け付ける質問の例
• 個人を特定しなければ質問できないもの
• 虐待に関すること

■留意事項１
• 質問日から４開庁日を基準に原則メールで回答します。請求日前だから等の理由のみでは電話で受付又
は即日回答して欲しいという要望にはお答えしかねます。

• 質問内容によっては、国その他関係機関へ照会したうえでの回答となります。その際は回答までに時間を
要する場合がありますので、余裕をもって質問してください。

• 本市ホームページにある「お問い合わせフォーム」とは異なります。「お問い合わせフォーム」からの御質問
には時間を要する場合がありますので、ご注意ください。

• 公開・共有することがふさわしいもの（質問の多いもの等）は本市HPに掲載します。

■事業所のメリット
• 回答に当たり、根拠となる資料をお示しできるの
で、なぜ良いのか・ダメなのかより理解が深まる。

• 質問の履歴が残る。
• 事業所内等で、回答の情報共有が容易になる。

■質問フォームはこちら
• 市介護保険課HP＞事業者の方はこちら＞基準
条例等 １基準条例・介護報酬改定・Q&A・通知

＞４介護保険課への基準・加算等の質問につい
て

• https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/
kaigo/253266.html

①介護保険課ホームページの質問フォームから質問

事業所・施設

②介護保険課からメールで回答

市介護保険課

■留意事項２
• １回のフォーム入力につき、質問は１件ずつとしてください。
• 質問内容は可能な限り詳細に記入してください。
• サービス種別は正確に選択してください。
• 加算の名称、用語は正確に記入してください。

例：✖デイの栄養の加算➡ 通所介護の栄養改善加算 or 栄養アセスメント加算
• 特定できる範囲で、根拠資料の名称やページを記入してください。

例：令和3年4月版赤本の●●ページ
• 次のような質問にはお答えしかねる場合があります。基準条例等を確認した上で質問してください。

根拠が不明瞭なこと 「何かで見た」「他の事業所から聞いた」
曖昧な質問 「加算の要件を教えてほしい」

資料８

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/253266.html


◆職員の人員基準、兼務の可否について
各サービス毎の人員基準については、介護報酬の解釈 ２指定基準編（通称：赤本）に記載されています。
厚生労働省のQ&Aも参考にしてください。
 厚生労働省HP＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉＞介護サービ
ス関係Q&A

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html

◆変更届の提出〆切、添付書類について
本市HPを御確認ください。添付書類一覧表を掲載しています。
 本市介護保険課HP＞事業者の方はこちら＞届出等様式集 ４変更届等
 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/63282.html

◆体制届の提出〆切、添付書類について
本市HPを御確認ください。添付書類一覧表を掲載しています。
 本市介護保険課HP＞事業者の方はこちら＞届出等様式集 ６介護給付費算定に係る体制等に関す
る届出（体制届）

 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/63284.html

◆日割りについて
厚生労働省の通知がWAMNETに掲載されています。
（令和６年度改正により今後新たな資料が掲載される可能性があります。）

 WAMNET＞介護＞システム関連＞国保連インターフェース＞介護保険事務処理システム変更に係る
参考資料（確定版）（令和３年３月３１日事務連絡）＞Ⅰ介護報酬改定関係資料＞資料９

 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010

◆同日の複数サービス利用について
介護報酬の解釈 １単位数表編（通称：青本）の「通則」に記載されています。

◆加算・減算の要件に該当するかどうか
介護報酬の解釈 １単位数表編（通称：青本）に留意事項も含めて記載されています。
厚生労働省のQ&Aも参考にしてください。
 厚生労働省HP＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉＞介護サービ
ス関係Q&A

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html

◆令和６年度の制度改正について
本市HPに特設ページを開設しています。
 本市介護保険課HP＞事業者の方はこちら＞２０２４年度（令和６年度）介護報酬改定関係特設ページ
 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/324270.html

まずは、資料を確認してください。

資料の名称やページを記入したうえで、表面の留意事項１及び留意事項２に留意し
質問フォームにて質問してください。

※１

それでも解決しない場合は、

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/63282.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/63284.html
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/324270.html


電子申請のご利用案内 
 

● 介護保険事業者事故報告 

● 介護給付費過誤申立 

● 運営指導等に係る書類提出 

● 頻回の生活援助を位置付けるケアプラン等の届出 

● 特定入所申込者に係る意見照会 

● 介護保険被保険者証等再交付申請 

● 介護保険住所地特例対象施設入所（居）・退所（居）連絡 

 

＼＼これらすべて、インターネット上で行えます！／／ 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひご利用を御検討ください。☞ 福山市 電子申請 検索 🔍 

利点① データの修正、再提出が可能！ 

利点② 持参の手間、郵送の費用ナシ！ 

利点③ 過去５年間(最長)の申請を確認可能！ 

利点④ 申込完了メールが届くので、提出もれの心配ナシ！ 

利点⑤ データで保存できるので、紙を削減できる！ 

f10606
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事故報告書 

 

❶ 提出方法、電子申請のおすすめ  

提出方法は、持参、郵送又は電子申請です。個人情報保護の観点からＦＡＸ、メールによる提出はできません。 

電子申請はインターネット上で入力と提出が完了するシステムです。操作方法も簡単で、どなたでもご利用いただ

けます。 

 

 

 

❷ 報告時の留意点  

 ・事業所・施設名の欄には、法人名ではなく、事業所・施設名を記載してください。 

 ・介護保険サービスを利用中の事故については、サービス種別及び利用者の被保険者番号の入力の漏れがないよ 

うお願いします。 

 

 

 

❸ 202４年度（令和６年度）事故報告種別別件数 12月末まで 

 

  

 

 

電子申請リンク❒ 電子申請御案内❒ 様式❒ 記入例❒ 指針❒ ＨＰ掲載場所❒ 
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異食

医療処置関連（チューブ抜去等）

誤薬，与薬もれ

誤薬，与薬もれ等

誤嚥・窒息
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転倒その他

転倒転落

転倒不明

転落

転落不明

不明

離設

https://apply.e-tumo.jp/city-fukuyama-hiroshima-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4vobOiz02nl1%2B7t7dRrdLP0zYtUINsUzZVMs2XnpuiOQTqkW4QLAK4gUMxRlYiorRoHLA%0D%0ArwEmnqJwlIASIeAv26L9%2BGyYfLmiMQhcgBfCYTbZhLSc1E8fuz934YnKnlbkUa8%3DVjByOiC6q8s%3D%0D%0A
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/204266.pdf
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/204256.docx
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/204257.pdf
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/204258.pdf
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/1115.html
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介護保険事業者等事故報告書 ☐第１報 ☐第（  報） ☐最終報告 
 

福山市長 様 提 出 日： 2021 年 8 月 24 日 

（介護保険課） 報 告 者 名： 福山 花子 

 電 話 番 号： 084-928-1232 

次により報告します。 第１報報告書提出日： 2021 年 8 月 17 日 
 

１事故状況 

事故状況の程度 
☐受診（外来・往診）、自施設で応急処置 ■入 院（ およそ 30 日） 

☐死亡（年月日：   ） ☐その他（  ） 
 

２事業所の概要 

事業所・施設等名 通所介護ふくやま 

事業所番号※１ 1234567890 法人名 株式会社東桜 

サービス種別 通所介護 

事業所所在地 
福山市 東桜 町  丁目 ３ 

番地 
番 

５ 
 

号 

（方書）  

※１ 特定施設でない有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム及び養護老人ホームは空欄でかまいません。 

 

３対象者 

氏名 介護太郎 性別 ■男性 ☐女性 年齢 ８２ 

被保険者番号※２ 9876543211 生年月日 昭和 １４ 年 8 月 1 日 

保険者※２ ■福山市 ☐その他（自治体名：  ） 

サービス提供開始日 西暦 ２０２１ 年 4 月 2 日  

利用者の住所 

☐事業所所在地と同じ ■その他（下欄に住所を記入） 

福山市 駅家 町 倉光 丁目 ３７ 
番地 
番 １ 

 
号 

（方書）  

要介護度 ☐要支援（    ） ■要介護（ １ ）  ☐自立 

認知症高齢者 
日常生活自立度※２ ■Ⅰ ☐Ⅱａ ☐Ⅱｂ ☐Ⅲａ ☐Ⅲｂ ☐Ⅳ ☐Ｍ 

※２ 特定施設でない有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム及び養護老人ホームであって、各項目が不

明な場合は、空欄でかまいません。保険者が福山市以外の場合は、当該保険者に対しても報告してください。 

４事故の概要 

発生日時※３ 西暦 2021 年 8 月 13 日 14 時 10 分頃 

発生場所 

☐居室（個室） ☐居室（多床室） ☐トイレ  ☐廊下  ☐食堂等共用部 

■浴室・脱衣室 ☐機能訓練室   ☐施設敷地内の建物外 ☐敷地外 

☐その他（  ） 

事故の種別 

■転倒   ☐転落   ☐異食     ☐誤嚥・窒息   ☐誤薬、与薬もれ等 

☐医療処置関連（チューブ抜去等） ☐離設 ☐不明 

☐その他（  ） 

発生時状況、 

事故内容の詳細 

手引き歩行にて脱衣所から洗い場に移動し、浴室内のイスに掛けてもらおうとした

ところ、床が濡れていたため、滑って右半身を下にするようにして転倒された。 

その他特記すべき事項  

※３ ２４時間表記で記入してください。不明の場合は発見日時を記入してください。 

記載例 

・事故や怪我の程度等により、直ぐにすべての欄を記入することが可能な場合は、☑第1報☑最終報告

の同時提出が可能です。（例えば、事故発生時に入院となるが、すでに退院が見込まれている等） 

・長期入院の場合は、速やかに第 1報を提出し、その後状況の変化等必要に応じて追加の報告をしてく

ださい。退院（見込みでも可）後、すべての欄を記入し最終報告を提出してください。 

第 1報・・事故発生後 5日以内を目安に報告

してください。 

第〇報・・状況の変化等必要に応じて追加の

報告をしてください。 

最終報告・・7、8、9欄について作成次第報告

してください。 

頭の 0は記入不要です。 

例：保険証の番号 0000123456 記入 123456 



５事故発生時の対応 

発生時の対応 

すぐに他のスタッフを呼び、二人体制で脱衣所の長椅子に移動した。外傷は確認で

きなかったが、本人より「右足が痛い」との訴えがあったため、看護師が確認し、

翌日病院を受診することとした。事故発生後すぐに、キーパーソンである長女様

に、転倒の状況と病院を受診する事を報告した。 

受診方法 
☐施設内の医師（配置医含む）が対応 ■受診（外来・往診） ☐救急搬送 

☐その他（  ） 

受診先 
医療機関名 ○○病院 

連絡先（電話番号） ０８４－×××－×××× 

診断名 右大腿骨転子部骨折 

診断内容 
☐受傷、異常等なし  ☐切傷・擦過傷  ☐打撲・捻挫・脱臼   

■骨折（部位： 右大腿骨転子部骨折 ）☐その他（  ） 

検査、処置等の概要 一週間後に手術（骨接合術）の予定 

 

６事故発生後の状況 

利用者の状況 受診後、そのまま入院となった。退院後の老健入所等について検討中。 

報告した家族等の続柄 ☐配偶者 ■子、子の配偶者 ☐その他（  ） 

家族等への報告年月日 西暦 2021 年 8 月 13 日 

連絡した関係機関※４ 

他の自治体（自治体名：  ） 

警 察（警察署名：  ） 

そ の 他（名 称：  ） 

本人、家族、関係先への 

追加対応予定 
 

損害賠償等の状況 
■無 ☐調整中 

☐有（対応内容を具体的に記入：  ） 

※４ 連絡した場合のみ記入してください。 
 

７事故の原因分析（本人要因、職員要因、環境要因の分析）※５ 

普段はスタッフ二人で入浴介助を行っていたが、別の業務の対応に追われていたため、今回は一人で介助したとこ

ろ、支えきれなかった。また、普段は浴室床が濡れていないよう拭かれていたが、今回は濡れたままだった。 

※５ できるだけ具体的に記入してください。 
 

８再発防止策（手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止策の評価時期及び結果等）※５ 

二人体制での入浴介助ができるよう、他の業務と時間をずらす等調整する。床の水の拭き取りを徹底する。 

 

※５ できるだけ具体的に記入してください。 

９その他特記すべき事項 

 

 
■第１報は、少なくとも１から６までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出してく

ださい。■最終報告は、事故処理が終了した後、内容を利用者又は家族に説明し確認してもらった上で提出してください。■選択

肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択してください。■提出方法は、持参、郵送又は

電子申請のみです。■ＦＡＸ又は電子メールによる提出はできません。■電子申請については、本市ホームページから御確認くだ

さい。■感染症、食中毒発生の際の報告書は、別様式となります。 

2021-介護-380  A4 

「見守りの強化」等ではなく、事業所内で検討した事故の原因分析、再発防止

策を具体的に記入してください。 

 

各事業所・施設から提出された事故報告書は、情報開示請求の対象となり、開示された事故

報告書の内容によっては、訴訟にまで発展するケースがあります。丁寧な記載をお願いします。 

実際に大きなトラブルとなった具体例やその原因 

・開示された事故報告書の内容と家族等が受けた説明の内容が異なる。 

・事故報告書が遅れて提出された。または、報告対象となる事故にも関わらず提出がない。 

・事業所の認識と家族等の認識の違い。（事業所は家族に説明し、納得していただいたと感じ

ている。一方、家族は事業所から説明を受けていないまたは説明不足と感じている。） 

・普段からの適切な情報把握と記録が出来ていないため、発生した事故について虐待が疑わ

れる。（薬や加齢に伴う表皮剥離や内出血等） 



福 介 護 第 1 6 0 2 号 

2024 年（令和 6 年）1 月 17 日 

 

居宅介護支援事業所 管理者 様 

 

福 山 市 長 

（保健福祉局長寿社会応援部介護保険課） 

 

 

頻回の生活援助を位置付けるケアプラン等の届出について 

 

 

 平素から，本市保健福祉行政の推進に御理解と御協力をいただき，厚くお礼申し上げます。 

 さて，見出しのことについては，2018 年（平成 30 年）10 月から，厚生労働大臣が定める回数

以上の訪問介護（生活援助）を居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては，当該居宅サービ

ス計画等を市に届け出なければならないこととされています。 

 また，2021 年（令和 3年）10月から，居宅サービス計画の区分支給限度基準額の利用割合が一

定割合以上で，かつ，その利用サービスの一定割合以上が訪問介護である場合及び高齢者向け住

まい等に関連する居宅介護支援事業所において作成した居宅サービス計画の区分支給限度基準額

等の利用割合が一定割合以上となった場合は，市町村が求めた場合において，当該居宅サービス

計画等を市に届け出なければならないこととされています。 

このことについては，2021 年（令和 3 年）9 月に通知をしたところですが，事務処理の簡素化

及び届出の利便性向上のため，「頻回の生活援助を位置付けるケアプラン等の届出要項」を一部修

正しましたのでお知らせします。本市においては，当該届出要項に沿って届出てください。 

 

 

主な修正箇所 

別紙「頻回の生活援助を位置付けるケアプラン等の届出要項」中， 

・【３．届出する書類】において，届出書類に「（様式第 1 号）頻回の生活援助の利用に関する理

由書」を追加 

・【４．届出先・方法】において，届出方法に「電子申請」を追加 

・【６．ケアプラン点検結果】①において，「介護保険課窓口の窓口にて結果を伝達」から「原則，

窓口又は電話等にて結果を伝達」に修正 

 

 

 

（問合せ先） 

〒720-8501 福山市東桜町 3番 5号 

介護保険課 事業者指導担当 TEL:084-928-1232 

 

▼電子申請はこちらから 

f10606
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1 

 

別紙 

 

2024 年（令和 6年）1月 17 日 

 

頻回の生活援助を位置付けるケアプラン等の届出要項 

 

【１．対象の居宅サービス計画】 

①2018 年（平成 30年）10月以降に作成又は変更したもののうち，厚生労働大臣が定める

回数以上の生活援助が中心である訪問介護を位置付け，利用者の同意を得て交付した

もの。 

 

厚生労働大臣が定める回数 

要介護 1 27 回 

要介護 2 34 回 

要介護 3 43 回 

要介護 4 38 回 

要介護 5 31 回 

 

②居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅

サービス等に係る居宅介護サービス費，特例居宅介護サービス費，地域密着型介護サー

ビス費および，特例地域密着型居宅介護サービス費（以下「サービス費」という。）の

総額が，居宅介護サービス費等区分限度基準額に占める割合及び，訪問介護にかかる居

宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が，厚生労働大臣が定める基準に

該当した事業所において，2021 年（令和 3年）10月以降に作成または変更したものの

うち，本市からの求めがあったもの。 

 

厚生労働大臣が定める割合 

当該事業所の区分支給限度基準額の総額のうち 

サービス費の総額の占める割合 ７割以上 

 

そのうち訪問介護費の占める割合 ６割以上 

 

③高齢者向け住まい等に併設等している居宅介護支援事業所において，2021 年（令和 3

年）10 月以降に作成または変更したもののうち，本市からの求めがあったもの。 
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【２．届出期日】 

当該計画に同意を得て交付した翌月の末日 

 ※末日が閉庁日の場合は翌開庁日を期日とします。 

 

【３．届出する書類】 

①居宅サービス計画 第 1 表，第 2 表，第 3 表，第 4 表（サービス担当者会議の要点），

アセスメント，訪問介護計画，（様式第 1号）頻回の生活援助の利用に関する理由書 

②居宅サービス計画 第 1 表，第 2 表，第 3 表，第 4 表（サービス担当者会議の要点），

アセスメント，訪問介護計画 

③居宅サービス計画 第 1 表，第 2 表，第 3 表，第 4 表（サービス担当者会議の要点），

アセスメント，ケアプランに位置付けた事業所の介護サービス計画 

※居宅サービス計画等については，写しを提出してください。 

※①においては，頻回の生活援助が必要な理由が，②においては，基準に該当する訪問介

護が必要な理由が記載された部分に，マーカー（下線等）を引いて提出してください。 

※上記書類の他に必要に応じて提出を求める場合があります。 

 

【４．届出先・方法】 

 届出先：〒720－8501 福山市東桜町３番５号 

福山市保健福祉局長寿社会応援部介護保険課 

届出方法：電子申請，持参又は郵送 

 

【５．届出後の点検】 

 届出のあったケアプランについては，原則として全件，届出の翌月末までにケアプラン

点検を行います。 

 ケアプランの作成過程や内容において，確認するべき事項がある場合は，介護保険課の

窓口又は電話等にてヒアリング，助言，指導を行います。 

  

【６．ケアプラン点検結果】 

 ①原則，届出の翌々月末までに，窓口又は電話等にて結果を伝達 

 

 ②自己点検等を依頼 

   ケアプラン点検の結果，運営基準や告示に違反することが判明した場合は，運営指導

時と同様に，自己点検及び過誤調整等を依頼する場合があります。 

 

  ③「多職種協働による検証ができる会議体」での事例検討 

   本市では，2018 年（平成 30 年）10月から直ちに会議体での事例検討は行いません。
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ケアプラン点検を行い傾向や課題を把握する中で，「多職種協働による検証ができる会

議体」での事例検討について検討していきます。 

   今後，会議体での事例検討を行うこととなった場合は，事例提出を依頼する場合があ

ります。 



（様式第１号） 

 

 

頻回の生活援助の利用に関する理由書 

 次の１～４について太枠内に記入してください。 

 

１ 届出者（居宅介護支援事業所） 

事業所名：  

担当者名：  電話番号：  

 

２ 対象利用者 

被保険者証番号：  利用者名：  

生活援助の提供回数（／月）：       回 ～       回 

同一利用者について，過去に届出をしたことが あ る  ・  な い 

 

３ 頻回利用の理由 

できるだけ具体的に記入してください： 

 

４ 解消に向けて 

他サービスの利用（検討）状況： 

 

特養やグループホーム，サービス付き高齢者向け住宅等への入所・入居の検討状況： 

 

 

５ 助言内容 

・居宅サービス計画を作成・変更される際は，位置付けられているサービスが適量・適切なサー
ビスとなっているかという視点で今一度御確認ください。 

・小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの地域密着型サービス，入
所・入居系サービス等の利用が適当と考えられる場合には，利用者・家族に検討していただく
よう御支援ください。（※生活援助の頻回利用をただちに妨げるものではありません。） 

 

６ 留意事項 

・居宅サービス計画書第１表～第４表，アセスメントシート，訪問介護計画書を添付して御提出
ください。 

・回答内容について，電話等で確認をさせていただく場合があります。 



 
公益社団法人 福山市シルバー人材センター 

 各地域に一定数の会員もおりますが、条件（就業日時・就業場所ほか）によっては、ご希望の会

員を紹介できないことがあります。 

 建設業務や医療関係業務など派遣適用除外業務や派遣可能期間などの制限があります。※ 

 就業形態（契約の種類）は、基本的に２種類（請負・委任と派遣）あります。 

この区分は、業務内容の具体で判断させていただきます。 

※当センターでは、旅客輸送に係る運転業務はお受けしていません。 

公益社団法人福山市シルバー人材センター 本部事務所 

〒721-0955 福山市新涯町2丁目21番 30号 

FAX:084-953-5233 E-mail：fukuyama@sjc.ne.jp 

TEL：084-953-5222 

 

①フロア等の掃除や片付け、衣類の整理、ベッドメーキング 

➁食事の配膳・下膳、食器洗い、食堂の掃除 

③お風呂の掃除、洗濯  ④車椅子や手すりの清掃・消毒 

⑤備品の準備・整理、レクリエーションの補助 

⑥サービスの利用者の見守りや誘導  ⑦利用者の話し相手 

※身体に触れる介護の仕事は、介護職員初任者研修以上の資格所有者に限ります。 

業務例（身体介護※を除く） 

当センターでは、ケアサポーター（介護助手・介護補助）として人手不足と言われている

福祉・介護事業所への就業推進に取り組んでいます。 

こうした仕事への就業を希望する会員もおりますので、介護職員の業務量軽減に繋がる次

のような補助的業務がありましたら、是非、当センターへご連絡ください。 

としての就業 

留意事項 

f10606
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身体の性と異なる性
を生きる（たい）人

トランスジェンダー
Transgender

両方の性を
好きになる人

バイセクシャル
Bisexual

同性を
好きになる男性

ゲイ
Gay

同性を
好きになる女性

レズビアン
Lesbian

　みなさんは「LGBT（エル・ジー・ビー・ティー）」という言葉を聞いたことがありますか？ 次の言
葉の頭文字をとって組み合わせた言葉で，性的マイノリティをあらわす言葉の一つとして使われていま
す。その他にも，恋愛感情を抱かない「Aセクシュアル」や性自認を男女いずれかとは認識しない「X
ジェンダー」など多種多様なセクシュアリティ（性）が存在します。

11人に1人

人口比率　8.9%

いないのではなく見えていないだけ…
　調査対象や調査方法によって，その数値は異なりますが，ある民
間企業が，インターネットを通じて全国の20代から50代の約7万
人を対象に行った調査によれば，性的マイノリティの日本人の人口
比率は8.9％，11人に1人という結果が出ています。これは，左利
きの人（8～15％），AB型の人（10％）などとほぼ等しい割合で
す。2015年に同社が実施した調査では，人口比率7.6％だったの
で，この3年間で性的マイノリティと答える人が増えています。こ
れは，単純に増えたのではなく，性的マイノリティという言葉が広
がり，自分の性について考える機会，向き合う機会が増えたことが
1つの要因といえます。
　性的マイノリティであるかないかは見た目では判断できません。
気づくには，性的マイノリティであると告げる「カミングアウト」
が必要になりますが，「否定される」「からかわれる」「他人に言
いふらされる」ことを恐れるなど，容易ではない現状があります。

f10606
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「うちの利用者さんのなかにも、性的マイノリティにあたる方はきっといる。」
そんな想像力をもって利用者さんと関わることが、性の多様性に配慮するための第一歩です。

性的マイノリティが自分の性同一性や性的指向についてオー
プンにできるのは、そうすることで不利益がないという確信を
もてる場合だけ。否定的な言動をとられたり、さらし者にされ
たり、「『ふつう』とは違うけど認めてあげましょう」と「上から目
線」の温情を受ける対象にされたり……そういう扱いがなく
ならない現状では、言わないこと・隠すことを最善と考えても
無理のないことです。

利用者さんの性のあり方はさまざま
―― それを当たり前のものにするために

現在の高齢者にとって、性同一性や性的指向についての知識を得るのは今より困難でした。
性の多様性に関する情報は、今でこそマスメディアやインターネットを通じて得やすくなりましたが、現在
の高齢者が若かった時代は、そうではなかったからです。
生まれたときに決められた性別に違和感をもったり、同性を好きになったりする人は自分以外いないよう
に思い、それを恥じたり「異常」と思い込んだりしたまま、長い人生の大半、自分自身を否定的に捉えてきた
人もいます。
そういう高齢者にとって自分の性のあり方を誰かに語ることは容易ではないこと、そもそも自分の性のあ
り方をどう口にすればよいのかわからない人もいることを理解しましょう。

例えば、「生まれたときの性別で生きてきたかどうか」「異性を好きになるかどうか」を確認してきたでしょ
うか？それを利用者さんに明確に言ってもらわないと、適切な対応はできませんでしたか？
「生まれたときの性別で生きてきた人」「異性を好きになる人」に対しては、性同一性や性的指向をわざわ
ざ言ってもらわなくても対応でき、「それ以外」の場合にのみ明確に言ってもらわなくては適切に対応でき
ないのだとしたら、そのような対応は差別的な対応にほかなりません。なぜならそのような対応は、そのま
までは「それ以外」の人たちを扱えないようにできている、ということだからです。
特定の性同一性や性的指向の場合にだけ、明確に申告しないと適切に対応できないのはなぜか。それを
考え、変えていくことで初めて、性のあり方による差別のない扱い方を実現する一歩になります。

「利用者さんのなかに性的マイノリティにあたる方がいるかも」と意識したことはどれくらいあったか？
ケアマネジャー1,580名のうち、経験者の話を聞いたことがある人とない人の違い

「自分は差別するつもりなんてないのだから、言ってほしい」？
「言ってもらわなければ適切な対応ができないから、言ってほしい」？

自分の性に対する受け止め方――世代による違い

よくあった
4％

経験者の話を聞いたことがある人

ほとんどなかった
３０％

まったくなかった
39％

たまにあった
27％

たまにあった
3％

よくあった
0％

経験者の話を聞いたことがない人

ほとんどなかった
16％

まったくなかった
81％

「うちの利用者さんのなかにも、きっといる」……そういう想像力はどうしたら育まれるのか
全国のケアマネジャーさん1,580名の方への調査からわかったこと。
それは、経験者の話を聞いたことがあるかどうかが、そういう想像力を育む可能性があるということでした。
過去に性的マイノリティの利用者さんを担当した経験がある人の話を、直接または間接的に聞いている人ほど、
「きっといる」と思いながら利用者さんと関わっていることが多いようです。

「うちにはいない」「いたことがない」……
本当でしょうか？　もしかしたら言えなかっただけかもしれません。

両方とも、「ほとんどなかった」「まったくなかった」が多数を占め
るものの、「よくあった」「たまにあった」は経験者（過去に性的マ
イノリティ利用者を担当したことのある人）の話を聞いたことが
ある人のほう（左のグラフ）に多いことがわかります。

研修などで経験者の話を聞く機会をつくるようにすれば、「うちの
利用者さんにもきっといる」という想像力を育むことができるか
もしれません。
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「うちの利用者さんのなかにも、性的マイノリティにあたる方はきっといる。」
そんな想像力をもって利用者さんと関わることが、性の多様性に配慮するための第一歩です。

性的マイノリティが自分の性同一性や性的指向についてオー
プンにできるのは、そうすることで不利益がないという確信を
もてる場合だけ。否定的な言動をとられたり、さらし者にされ
たり、「『ふつう』とは違うけど認めてあげましょう」と「上から目
線」の温情を受ける対象にされたり……そういう扱いがなく
ならない現状では、言わないこと・隠すことを最善と考えても
無理のないことです。

利用者さんの性のあり方はさまざま
―― それを当たり前のものにするために

現在の高齢者にとって、性同一性や性的指向についての知識を得るのは今より困難でした。
性の多様性に関する情報は、今でこそマスメディアやインターネットを通じて得やすくなりましたが、現在
の高齢者が若かった時代は、そうではなかったからです。
生まれたときに決められた性別に違和感をもったり、同性を好きになったりする人は自分以外いないよう
に思い、それを恥じたり「異常」と思い込んだりしたまま、長い人生の大半、自分自身を否定的に捉えてきた
人もいます。
そういう高齢者にとって自分の性のあり方を誰かに語ることは容易ではないこと、そもそも自分の性のあ
り方をどう口にすればよいのかわからない人もいることを理解しましょう。

例えば、「生まれたときの性別で生きてきたかどうか」「異性を好きになるかどうか」を確認してきたでしょ
うか？それを利用者さんに明確に言ってもらわないと、適切な対応はできませんでしたか？
「生まれたときの性別で生きてきた人」「異性を好きになる人」に対しては、性同一性や性的指向をわざわ
ざ言ってもらわなくても対応でき、「それ以外」の場合にのみ明確に言ってもらわなくては適切に対応でき
ないのだとしたら、そのような対応は差別的な対応にほかなりません。なぜならそのような対応は、そのま
までは「それ以外」の人たちを扱えないようにできている、ということだからです。
特定の性同一性や性的指向の場合にだけ、明確に申告しないと適切に対応できないのはなぜか。それを
考え、変えていくことで初めて、性のあり方による差別のない扱い方を実現する一歩になります。

「利用者さんのなかに性的マイノリティにあたる方がいるかも」と意識したことはどれくらいあったか？
ケアマネジャー1,580名のうち、経験者の話を聞いたことがある人とない人の違い

「自分は差別するつもりなんてないのだから、言ってほしい」？
「言ってもらわなければ適切な対応ができないから、言ってほしい」？

自分の性に対する受け止め方――世代による違い

よくあった
4％

経験者の話を聞いたことがある人

ほとんどなかった
３０％

まったくなかった
39％

たまにあった
27％

たまにあった
3％

よくあった
0％

経験者の話を聞いたことがない人

ほとんどなかった
16％

まったくなかった
81％

「うちの利用者さんのなかにも、きっといる」……そういう想像力はどうしたら育まれるのか
全国のケアマネジャーさん1,580名の方への調査からわかったこと。
それは、経験者の話を聞いたことがあるかどうかが、そういう想像力を育む可能性があるということでした。
過去に性的マイノリティの利用者さんを担当した経験がある人の話を、直接または間接的に聞いている人ほど、
「きっといる」と思いながら利用者さんと関わっていることが多いようです。

「うちにはいない」「いたことがない」……
本当でしょうか？　もしかしたら言えなかっただけかもしれません。

両方とも、「ほとんどなかった」「まったくなかった」が多数を占め
るものの、「よくあった」「たまにあった」は経験者（過去に性的マ
イノリティ利用者を担当したことのある人）の話を聞いたことが
ある人のほう（左のグラフ）に多いことがわかります。

研修などで経験者の話を聞く機会をつくるようにすれば、「うちの
利用者さんにもきっといる」という想像力を育むことができるか
もしれません。
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障害者差別解消法は，障
がいのある人への差別をな
くすことで，障がいのある
人もない人も共に生きる社
会をつくるための法律です。

◎合理的配慮の提供例
・段差がある場合にスロープなどを設置する。
・意思を伝え合うために筆談，絵，写真，タブレット端末などを使う。
・手話通訳者，要約筆記者などを手配する。
※手話でないと会話できない人もいます。

・職場で障がいの特性に応じた席の配置をする。
・業務を理解しやすいようにマニュアル化する。
・補助犬の受入れをする際でも，補助犬ユーザーの支援をする。
※補助犬（盲導犬・聴導犬・介助犬）は補助犬法により受入れ
拒否は原則できません。

障害者差別解消法が改正されました

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）
が一部改正されました。
施行期日：2024年(令和6年)4月1日

民間事業者（会社，お店，ボランティアなど）の合理的配慮の提供について，

努力義務から義務へ改められました。

合理的配慮とは・・・障がいのある人（家族・介助者・支援者を含む）から，社会の
中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思が伝えられたと
きに，負担が重すぎない範囲で対応することです。

「障がいのある人」とは・・・
身体障がい，知的障がい，精神障がい（発達

障がいを含む），その他心身の機能の障がいが
ある人で，社会の中にあるバリアによって日常
生活や社会生活が困難になっている人です。
障がい者手帳を持っていない人も含まれます。

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法により「不当な差別的取扱い」は禁止されています！！

不当な差別的取扱いとは，正当な理由がないのに，障がいがあるということでサービスなどの提供を拒
否したり，場所や時間などを制限したりするなど，障がいのない人には付けない条件をつけたりすること
をいいます。

◎不当な差別的取扱いの例
・車いすの使用を理由に入店を拒否する。
・保護者や介助者の同伴を条件とする。

☆障害者差別解消法に関する出前講座を無料で実施しています。積極的に
ご活用ください。

福山市保健福祉局福祉部障がい福祉課
TEL:084-928-1062 FAX:084-928-1730

Mail:shougai-fukushi@city.fukuyama.hiroshima.jp

今回の主な改正点 合理的配慮の義務化

ＨＰも御参照ください☞
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福山市こころをつなぐ手話言語条例をここに公布する。 

  平成２９年１２月２０日 

                         福山市長 枝 廣 直 幹    

条例第３６号 

福山市こころをつなぐ手話言語条例 

 言語は、お互いの気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なもの

であり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、音声言語である日本語とは異なる言

語であり、手や指、体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は

、物事を考え、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え

、文化を創造するために必要な言語として、手話を大切に育んできた。 

 しかしながら、過去には手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用し

やすい環境が整えられてこなかったことから、ろう者は、必要な知識や情報を得られず、

意思疎通を図ることが困難であることに、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。 

このような中、「障害者の権利に関する条約」や「障害者基本法」において手話が言語

であることが明記され、手話を必要とする全ての人が手話を通じて容易に必要な知識や情

報を取得し、意思疎通を図ることのできる環境を整えることがより一層求められている。 

 私たちは、戦後復興からのばらのまちづくりを通じて引き継がれてきたローズマインド

（思いやり・優しさ・助け合いの心）をもって、手話への理解を広め、地域で支え合うこ

とにより、手話を使って安心して暮らすことができる、共生する地域社会の実現を目指し

、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解及び手話の普及

に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするととも

に、総合的かつ計画的に施策を推進することにより、全ての市民が共生する地域社会を

実現することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 手話への理解及び手話の普及は、ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利

を有することを前提に、誰もが人格と個性を尊重し合い、心豊かに共生する地域社会を

実現することを基本として行われなければならない。 

 （市の責務） 

第３条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、手話



 

への理解を広め、手話を使用しやすい環境の整備を推進するとともに、ろう者の自立し

た日常生活及び地域における社会参加を進めるために必要な施策を講ずるものとする。 

 （市民の役割） 

第４条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話を使用しやすい環境づくりに努める

とともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。 

２ ろう者は、前項に定めるもののほか、基本理念に対する理解の促進及び手話の普及に

努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第５条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう

努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。 

 （施策の推進） 

第６条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。 

 (1) 手話への理解の促進及び手話の普及のための施策 

 (2) 手話により情報を取得する機会の拡大のための施策 

(3) 意思疎通の手段として手話を選択しやすい環境の整備のための施策 

(4) 学校教育における手話に親しむ教育活動など、手話への理解の促進のための施策 

(5) 手話通訳者の確保及び養成のための施策 

(6) 災害時における情報の提供及び意思疎通の支援のための施策 

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 

２ 市は、前項に規定する施策の推進に当たっては、ろう者、手話通訳者その他関係者の

意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。 

３ 第１項に規定する施策の推進は、市が別に定める障がい者に関する計画との調和が保

たれたものでなければならない。 

 （財政措置） 

第７条 市は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとす

る。 

 （委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



福山市こころをつなぐ手話言語条例を制定しました 
～手話への理解を深めて心豊かに共生する地域社会を実現しよう～ 

福山市こころをつなぐ手話言語条例 

 

 この条例は，手話は言語であるとの認識に基づいて，手話への理解や手話の普及

について定めています。 
 

（概要） 
○基本理念（第２条関係） 

手話への理解と手話の普及は，ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有

することを前提に，誰もが人格と個性を尊重し合い，心豊かに共生する地域社会を

実現することを基本として行う。 

○市の責務（第３条関係） 
・手話への理解を広げ，手話を使用しやすい環境の整備を推進する。 

・ろう者の自立した日常生活と地域における社会参加を進めるための施策を講じる。 

○市民の役割（第４条関係） 

・基本理念に対する理解を深め，手話を使用しやすい環境づくりに協力 

・ろう者は，基本理念に対する理解の促進と手話の普及に協力 

○事業者の役割（第５条関係） 
・基本理念を理解し，市の施策に協力 

・ろう者が利用しやすいサービスの提供ができるよう協力 

○市が推進する施策（第６条関係） 
次のことに関する施策を推進する。 

・手話への理解の促進と手話の普及 

・手話で情報を取得する機会拡大 

・意思疎通の手段で手話を選択しやすい環境の整備 

・学校教育で手話に親しむ教育活動など 

・手話通訳者の確保と養成 

・災害時の情報提供と意思疎通支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          

 

この条例は，市民が，ローズマインド（思いやり・優しさ・助け合いの心）をも

って，手話への理解を広め，地域で支え合うことにより，手話を使って安心して暮

らすことができる地域社会の実現をめざしています。実現のためには，市民・事業

者も市と一体になって，手話への理解や手話の普及に関して取り組む必要がありま

す。 

まずは，聴こえないことによる生活のしづらさや，手話や障がいについて知るこ

とからはじめ，誰もが人格と個性を尊重し合い，心豊かに共生する地域社会の実現

をめざします。 

～条例が施行され福山市がめざすこと～ 

 



〔様式1〕 

福山市まちづくり出前講座受講申込書 

 

  年  月  日 

  福 山 市 長 様 

 

団 体 名  

代 表 者 名  

住 所  

連絡先（℡）    － 

 

 福山市まちづくり出前講座を受講したいので，次のとおり申し込みます。 

講 座 番 号  57 講 座 名  障害者差別解消法って？ 

第 1 希望日時       年  月  日(  )  時  分 ～  時  分 

第 2 希望日時       年  月  日(  )  時  分 ～  時  分 

会 場 
会 場 名   

所 在 地  

学 習 会 等 の

名 称 ・ 目 的 

名 称   

目 的   

参 加 対 象 者   参加予定人数 人 

備 考 

※受講に当たり，特に要望等があれば記入してください。 

 

※講座担当課によっては，所定の申込書がある場合がありますので，ご確認ください。 

 

 

（講座担当課）  

主 務 次 長 課長補佐 課 長 

    

 

 

 
※この受講申込書は，コピーをして活用してください。 

 



手話に興味のある方必見！ 福山市手話出前講座  

 
ろう講 師 と聞 こえる講 師 を派 遣 します♪ 

 

対象者 

学生，事業者，医療機関など，職場でろう者と接する機会のある人をはじめ， 

市内に在住，在勤又は在学する人（原則１０人以上の受講者） 
 

内容 

・聴覚障がいの程度の違いや知ってほしいこと 

・日常生活で困ることや配慮が必要なこと（具体例） 

・子どもたちに考えてほしいこと，事業所で取り組んでほしいことなど 

・手話の紹介（簡単な挨拶などの手話を覚えましょう♪） 
 

講義１時間，実技（手話）１時間の計２時間で分かりやすい内容です☆ 
 

費用 

無料 
 

日時と会場 

・希望する日の午前９時から午後９時までの間 

・開催場所は，申込団体が市内で確保してください。 
 

申込方法 

・ホームページまたは障がい福祉課の窓口で配布している申込書で 

講座を開催しようとする日の１か月前までにお申し込みください。 

 

 
問合せ・申込み先 福山市保健福祉局福祉部障がい福祉課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（市役所本庁舎１階） 

電話： 084－928-1062 

ファックス： 084－928-1730 

Ｅｍａｉｌ： shougai-fukushi@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

◎ はじめまして 



様式第１号（第６条関係） 

福山市手話出前講座受講申込書 

 

  年  月  日 

  福 山 市 長 様 

 

団 体 名  

代 表 者 名  

住 所  

T E L （     ）   － 

F A X （     ）   － 

m a i l  

 

 手話出前講座を受講したいので，次のとおり申し込みます。 

第 1 希望日時      年  月  日 (  )   時  分 ～   時  分 

第 2 希望日時      年  月  日 (  )   時  分 ～   時  分 

会 場 
会 場 名  

所 在 地  

参 加 対 象 者 

 

１ 幼稚園，保育所，認定こども園等 ２ 小中学校，高等学校等 

３ 医療機関，各種福祉施設 ４ 一般企業 

５ 行政機関 ６ 町内会等の地域活動団体 

７ その他の団体（                       ） 

参加予定人数 人 

要 望 等 

※要望等ありましたらご記入してください。（要望に応えられない場合もあります。） 

 

 

  ※手話出前講座は原則，講義１時間，実技（手話の実践）１時間の２時間構成となっています。 



生活保護法指定介護機関 様 

 

福山市福祉事務所からのお知らせ 

～生活保護法による介護券発送について～ 

 

       福 山 市 福 祉 事 務 所 

（ 生 活 福 祉 課 ） 

 

平素より、生活保護法の介護扶助受給者に対する介護の実施について、御理解と御協力をいただ

き、厚く御礼申しあげます。 

２０２５年度（令和７年度）の介護券発送予定を次のとおりとしますので、指定介護機関におか

れましては、御留意いただき引き続き御協力をお願いいたします。 

なお、「２０２５年度（令和７年度）介護券発送予定表」は福山市生活福祉課のホームページへ掲

載する予定です。 

 

 

月 回 締切日 発送日 月 回 締切日 発送日

4 1 4月10日 (木) 4月16日 (水) 10 1 10月10日 (金) 10月20日 (月)

4 2 4月22日 (火) 4月24日 (木) 10 2 10月24日 (金) 10月28日 (火)

4 3 5月1日 (木) 5月2日 (金) 10 3 11月4日 (火) 11月5日 (水)

5 1 5月9日 (金) 5月19日 (月) 11 1 11月10日 (月) 11月17日 (月)

5 2 5月23日 (金) 5月27日 (火) 11 2 11月21日 (金) 11月25日 (火)

5 3 6月2日 (月) 6月4日 (水) 11 3 12月1日 (月) 12月3日 (水)

6 1 6月10日 (火) 6月17日 (火) 12 1 12月10日 (水) 12月16日 (火)

6 2 6月23日 (月) 6月25日 (水) 12 2 12月22日 (月) 12月23日 (火)

6 3 7月1日 (火) 7月3日 (木) 12 3 1月5日 (月) 1月6日 (火)

7 1 7月10日 (木) 7月17日 (木) 2026年 1 1 1月9日 (金) 1月19日 (月)

7 2 7月24日 (木) 7月28日 (月) 1 2 1月23日 (金) 1月27日 (火)

7 3 8月1日 (金) 8月5日 (火) 1 3 2月2日 (月) 2月4日 (水)

8 1 8月8日 (金) 8月18日 (月) 2 1 2月6日 (金) 2月16日 (月)

8 2 8月22日 (金) 8月26日 (火) 2 2 2月20日 (金) 2月24日 (火)

8 3 9月1日 (月) 9月3日 (水) 2 3 3月2日 (月) 3月4日 (水)

9 1 9月10日 (水) 9月17日 (水) 3 1 3月10日 (火) 3月17日 (火)

9 2 9月24日 (水) 9月25日 (木) 3 2 3月24日 (火) 3月26日 (木)

9 3 10月1日 (水) 10月3日 (金) 3 3 4月1日 (水) 4月3日 (金)

・締切日に※印がある場合、午後１時までに提出をお願いします。

・郵送で提出する場合、締切日に生活福祉課に届くようにお願いします。

・支所に提出する場合、本庁へ送付する必要があるので締切日は２日前倒しとなります。

２０２５年度(令和７年度）　介護券発送予定表

※

※

※

※

※

※

※

＜問合せ先＞ 

福山市福祉事務所生活福祉課 介護担当 

電話：（０８４）９２８－１０６６ 
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  生活保護法指定介護機関 様 

 

福山市福祉事務所からのお知らせ 

～サービス利用票について～ 

福山市福祉事務所長 

（生活福祉課） 

 

 平素より、生活保護法の介護扶助受給者に対する介護の実施について、御理解と御協力をいただ

き、厚く御礼申しあげます。 

 毎月御提出いただいておりますサービス利用票については、次のとおりの取扱いとしています。  

今後とも御協力くださいますようお願いいたします。 

 

１ 提出時期について 

介護券の発送毎の提出締切日は別紙「２０２５年度（令和７年度）介護券発送予定表」を確認し

てください。 

前月から変更がない場合にも毎月提出してください。 

 

２ 提出したサービス利用票の差替について 

区分支給限度額の範囲内でサービスの利用日や回数が変わった場合のサービス利用票の差し替え

は必要ありません。その他（居宅介護支援事業所、サービス種別、サービス提供事業所、要介護

度）に変更がある場合については、差し替えが必要です。 

 

３ 区分変更・介護新規の申請中について 

要介護度が決定した後に提出してください。 

申請中に提出をいただいても介護券の発券はしていません。 

 

４ 区分支給限度額について 

居宅介護等に係る介護扶助の程度は、区分支給限度額の範囲内とされています。区分支給限度額

の範囲を超える介護サービスについては、全額自己負担となることから利用ができません。自己

負担が発生しないよう区分支給限度額の範囲内での作成をお願いします。 

 

５ 介護保険の被保険者以外の被保護者（無保険者）について 

他法他施策優先により、障がい者施策により支給されるサービスが優先されます。 

原則として〔区分支給限度額〕から〔障がい者施策により支給される介護扶助と同内容のサービ

スの給付額〕を控除した額を上限として介護扶助の利用が可能です。 

障がい者施策により支給される介護扶助と同内容のサービスを含めて作成してください。 

 

 
＜問合せ先＞ 

福山市福祉事務所生活福祉課 介護担当 

電話：（０８４）９２８－１０６６ 
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２０２５年（令和７年）３月２１日  

 

 関 係 者 各 位 

 

福 山 市 長 

(経済環境局環境部南部環境センター) 

 

福山市ふれあい収集（高齢者・障がい者等ごみ出し支援事業）の 

本格実施について（御案内） 

 

 早春の候、皆様方におかれましては、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 また、日頃から本市環境行政に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、２０２３年（令和５年）７月からモデル事業として実施している高齢者・障がい

者等ごみ出し支援事業は、２０２５年度（令和７年度）から、「福山市ふれあい収集」と

して全市に対象を拡大し、次のとおり本格実施します。 

 声かけ等の安否確認を含めたごみの戸別収集は、日々のごみ出しに対する負担の軽減に

繋がっており、多くの利用者や関係者から好評をいただいているところです。 

 事業者の皆様におかれましても、本事業の趣旨に御理解をいただき、引き続き、利用に当

たっての申請支援及び訪問調査時における面談支援に御協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 

「福山市ふれあい収集」（高齢者・障がい者等ごみ出し支援事業）  

１ 受付開始時期  ２０２５年（令和７年）４月１日から 

 ２ 申請書提出先  南部環境センター 

           その他の環境センター（西部、北部、東部市民センター内） 

           廃棄物対策課（市役所本庁舎８階） 

 

３ 利用要件 

単身世帯のうち、次に該当する人 

a ６５歳以上で要介護１以上の人 

b 下肢及び体幹機能３級以上、その他２級以上の障がい者手帳を有する人 

c Ⓑ以上の療育手帳を有する人 

d １級の精神障がい者保健福祉手帳を有する人 

     ※その他、難病の疾患など、実態としてごみ出しが困難と判断される世帯も

対象とする場合があります。 

 

【問い合わせ先】 
〒７２１－０９５６ 
福山市箕沖町１０７番地７ 
福山市経済環境局環境部南部環境センター 
電話 ０８４（９５４）２１２５ 



２０２４年度福山市介護サービス相談員派遣事業報告 

 

一般社団法人介護福祉士と歩む会 

 

１．概要 

   各事業所・施設へ介護サービス相談員（※）を派遣し，利用者等の相談に応じ，その内容に

ついて各事業所・施設の管理者と意見交換等を行う。 

   全国的に行われている事業であり，福山市においては２００２年度より開始した。これまで

に虐待の早期発見・防止，身体的拘束の未然防止等につながった事例もある。 

※介護サービス相談員とは，一定水準以上の研修を受け，事業活動の実施にふさわしい人柄

と熱意のある人で，福山市長が委嘱した者です。 

 

２．目的 

利用者の困りごとや疑問の相談に応じ，苦情等に至る事態を未然に防止するとともに，各事

業所・施設のサービスの質の向上を図る。介護サービス相談員を通して，利用者の普段言い難

い気持ちが届くことは，提供しているサービスの改善点を探る重要な手がかりにもなります。 

   なお，介護サービス相談員は，各事業所・施設のサービス内容等を評価するものではなく，

利用者の車いすを押すなど介護に当たる行為を行うことは禁止されています。 

 

３．訪問実績（２０２５年１月３１日時点） 

前期（４月～７月） ４事業所 ３０回 

中期（８月～１１月） ４事業所 ３１回 

後期（１２月～３月） ４事業所 １４回 

 

４．受け入れ事業所・施設の声 

・相談先が増えることにより、事業所の職員に言えなかったことも相談が出来たことは、利用

者にとって安心感につながったと推測します。 

・職員が聞いたことがない話も出たり、改めてコミュニケーションの大切さや新たな気づきを

認識できた。 

・相談員の話しかけ方などを見て、職員も取り入れていきたい面があった。 

・なかなかゆっくり職員が座って話を聞けないので、利用者が話し終えてスッキリした表情を

されたり、喜ばれていた。 

・外部の方の来訪が利用者にも職員にも刺激になった。 

・短時間デイには不向きな制度だと思われます。 
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労働者の皆さまへ

「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項
「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」より

応募をする時の留意点 （「留意事項」９頁）

このリーフレットでは、「シフト制」で働く際に労働者の皆さまに、知っておいていた
だきたい労働関係法令で定められたルールなどの内容をまとめています。

会社は、労働契約を結ぶ時に、労働者に対して以下の労働条件を必ず書面で明示しなければなりま
せん（労基法第15条第１項、労基則第５条）。シフト制で働きはじめる時は、自分の労働条件を再度
確認しておきましょう。

※労働者が希望すれば、メールなどで送ってもらうこともできます。

１

会社は、労働者を募集する時、業務内容・賃金・労働時間等の労働条件を、労働者に対して明
示しなければなりません（職業安定法第５条の３第１項、第２項）。また、募集時に示された労働条件
が、労働契約を結ぶまでに変更される場合も、変更内容の明示が必要です（職業安定法第５条の３
第３項）。募集内容等をよく見て、労働条件をしっかり確認しましょう。

採用が決まり労働契約を結ぶ時の留意点２

（１）労働条件の明示 （「留意事項」２頁）

①契約期間 ②期間の定めがある契約を更新する場合の基準
③就業場所、従事する業務 ④始業・終業時刻、休憩、休日など
⑤賃金の決定方法、支払い時期など ⑥退職(解雇の事由を含む）

会社と話し合って、シフトに関する次のようなルールをあらかじめ合意しておくことが考えら
れますので、必要な場合は会社と相談してみましょう。

（２）シフト制労働契約で定めることが考えられる事項 （「留意事項」３頁）

・会社は、シフト作成時に、事前に労働者の希望を聴くこと

・会社が労働者に、決定したシフトを通知する際の期限、通知の方法

（例：毎月○日までに、電子メール等で通知する）

・一旦確定したシフトの労働日や労働時間を、キャンセルしたり変更する場合の期限や手続

※一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、使用者と労働者双方の
合意が必要である点にご留意ください。

・一定期間中の、目安となる労働日数・労働時間数など

① 最大の労働日数や時間数（例：毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する）

② 目安の労働日数や時間数（例：１か月○日程度勤務/１週間当たり平均○時間勤務）

③ ①②に併せて、最低限の労働日数や時間数

（例：１か月○日以上勤務／少なくとも毎週月曜日はシフトに入る）

「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間（１週間、１か月な
ど）ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指しま
す。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業
規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。
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（２）年次有給休暇 （「留意事項」６頁）

所定労働日数、労働時間数に応じて年次有給休暇を取得することができます（労基法第39条第３項、
労基則第24条の３）。会社は、原則として労働者の請求する時季に年次有給休暇を取得させなけ
ればなりません（労基法第39条第５項）。

実際に働くときの主な留意点３

（３）休業手当 （「留意事項」６頁）

会社の責に帰すべき事由により、労働者を休業させた場合、会社は、平均賃金の60％以上の休
業手当を労働者に支払う必要があります（労基法第26条）。

※会社の故意、過失等による休業の場合、会社は、賃金全額の支払いが必要になります（民法第536条第２項）。

「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」
（URL）https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

参考リンク・お問い合わせ先４

シフト制で働く場合でも、労災保険の給付の対象となります。また、労働時間などの要件を満
たせば、雇用保険や健康保険・厚生年金の被保険者となります。

（６）社会保険・労働保険 （「留意事項」９頁）

シフト制の労働契約、労働条件全般 総合労働相談コーナー（都道府県労働局、労働基準監督署等に設置）※

労基法、安衛法、労災 労働基準監督署

募集・採用、雇用保険 公共職業安定所

職業安定法 都道府県労働局

社会保険 年金事務所（健康保険の場合はご加入の健康保険組合)

（１）労働時間、休憩 （「留意事項」５頁）

労働時間の上限は原則１日８時間、１週40時間です。この上限を超えて働いた場合は、原則と
して時間外労働となります（変形労働時間制などの場合はこの限りではありません）。

会社は、労働者の１日の労働時間が６時間を超える場合は合計45分以上、８時間を超える場合

は合計１時間以上の休憩を勤務の途中で与えなければなりません（労基法第34条第１項）。

（４）安全、健康確保 （「留意事項」５頁）

会社は必要に応じて、シフト制労働者に対しても、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育（安衛
法第59条）や健康診断（安衛法第66条）などを行わなければなりません。

期間の定めがある労働契約（有期労働契約）の場合、会社はやむを得ない事由がなければ、契約
期間の途中で労働者を解雇できません。また、期間の定めがない場合でも、客観的に合理的な
理由等がなければ解雇できません（労契法第17条第１項、第16条）。

有期労働契約の契約期間が満了した際、一定の要件を満たすと、会社は、労働者からの契約更
新の申込みを拒否できない場合があります（労契法第19条） 。

（５）労働契約の終了 （「留意事項」７頁）

お問合せ先

※お困りのことがあれば、いつでもお気軽に総合労働相談コーナーをご利用ください。
ご利用の方法や、所在地などはこちら。

（URL）https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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　使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割
増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。（労働基準法第37条第１項・第
４項、労働基準法第37条第１項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令）

2022.2

中小企業については 2023 年 4月 1日から適用されます。中小企業については 2023 年 4月 1日から適用されます。
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その待遇の違い、説明できますか？

パートタイム・有期雇用労働法で

正社員と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差は禁止されています

正社員と同じ仕事をしているのに…
正社員と同じように手当はもらえないの？

不合理な待遇差について、何も対策をしない場合
裁判で法違反と判断される可能性もあります。

短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や理由などを問われた場合、
事業主は非正規雇用労働者に説明しなければなりません。

事業主の皆さま

 「パートだから」「契約社員だから」という理由では、説明として
認められません。

 待遇ごとの性質・目的に照らして、職務内容や転勤・異動の範囲の
違いなどから、具体的に理由を説明できることが必要です。

何をどう見直せばいいの？

基本給 賞与
（ボーナス）

各種手当て 教育訓練

食堂・休憩室
等の利用機会

etc…

「働き方改革推進支援センター」が
そんなお悩みをサポートします！ ▶裏面へ

同一労働同一賃金 検索

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん 厚生労働省・都道府県労働局
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働き方改革推進支援センター
利用してみませんか？

働き方改革推進支援センターでは、キャリアアップ助成金について「正社員化コース」
や「賃金規定等改定コース」といった５種類のコースから、各企業に合わせたコースを
ご紹介できます。

従業員が納得感をもって働ける環境が整備でき、不平や不満も最小限
になってきている。給与や労務関係の担当者もこれまで曖昧になって
いた待遇面での問題が解決され、管理スキルが上がってきた。これか
らも、従業員の意見に耳を傾け、よりよい労働環境にしていきたい。

利用者の声 【事業内容：飲食業 従業員：83人 （山梨県）】

全国47都道府県にあるセンターでは、社会保険労務士などの専門家が無料で
相談に応じています。

来所・電話相談
来所・電話によりご相談を承り
ます。

受付時間 平日9:00~17:00

企業への訪問相談サービス
専門家が、会社に訪問もしくは
オンラインで相談を承ります。

セミナー開催
企業向けのセミナーを随時開催
しています。

メール相談
メールでの相談も承ります。

助成金の活用相談
キャリアアップ助成金を活用しての、
パートタイマー、アルバイト、契約社員
の待遇の相談も承ります。 働き方改革推進支援センター

（電話番号、メールアドレスは事業所の所在地の都道府県名
をクリックしていただけますとご覧になれます。）

詳しくは 働き方改革推進支援センター 検索
令和4年12月作成 リーフレットNo.10

例：「賃金規定等改定コース」

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を
増額改定し、実際に賃金を引き上げた場合
に助成します。

５万円 ６万5,000円

４万3,000円

３％以上
５％未満 ５％以上

※ すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を改定する場合の他、
雇用形態別や職種別などの区分で一部の賃金規定等を改定する
場合も助成を受けられます。

キャリアアップ助成金とは

 令和4年度補正予算にて、上記の助成額に拡充を予定しています。
内容については、変更となる可能性があります。

３万3,000円

＜助成額（労働者１人あたり）＞
賃金引上げ率

企業規模

中小企業

大企業
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賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を
３％以上賃上げする場合に、キャリアアップ助成金の
「 賃 金 規 定 等 改 定 コ ー ス 」 が 利 用 で き ま す 。
※最低賃金の改定に伴う賃金規定等の改定をした場合も対象になります。

最低賃金引き上げを受けて、最低賃金引上げ幅以上に
賃上げの努力を行う場合、補助金の採択において加点
措置が得られます。

最低賃金引き上げに伴う

支援・後押しを強化しています

最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ

詳しくは次のページで

（令和６年８月時点版）

本紙は最低賃金引き上げの影響を受けた事業者様向けに厚生労働省の支援策と経済産業省・
中小企業庁の補助事業、賃上げを後押しするその他施策をご紹介するものです。具体的な情
報についてはホームページ等でご確認ください。

厚生労働省、中小企業庁では、

業務改善助成金

事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生
産性向上等に資する設備投資等を行った場合に、設備
投資等にかかった費用の一部が助成されます。

キャリアアップ助成金

助成金と補助金を組み合わせてご利用頂くことも可能です

賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください
※同一の補助対象（設備等）に対する重複利用は不可

I T導入補助金
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1

＜業務改善助成金＞

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備

投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

事業内最低賃金

引き上げの計画

設備投資等の計画
機械設備、コンサルティング、

人材育成・教育訓練など

設備投資等の費

用の一部を助成
計画の承認
と実施

対象となる事業者

• 中小企業・小規模事業者であること

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

活用例

• 地域別最低賃金が935円

• 事業場内最低賃金を940円から1000円にUP

→事業場内最低賃金が940円なので助成率は4/5

• 労働者７人の最低賃金引上げを実施

→60円コース・７人以上の区分で

助成上限額は230万円

助成率

事 業 場 内 最 低 賃 金 額 助 成 率

900円未満 9/10

900円以上950円未満 ４/５(9/10)

950円以上 ３/４(4/5)

助成対象経費の例

機器・設備
の導入

• POSレジシステム導入による在庫
管理の短縮

• リフト付き特殊車両の導入による
送迎時間の短縮

経営コンサ
ルティング

国家資格者による、顧客回転率の向上
を目的とした業務フロー見直し

その他 顧客管理情報のシステム化※（ ）内は生産性要件を満たした事業場

助成上限額

引上げ
労働者数

引上げ額

30円コース
（30円以上）

45円コース
（45円以上）

60円コース
（60円以上）

90円コース
（90円以上）

１人 30万円（60万円） 45万円（80万円） 60万円（110万円） 90万円（170万円）

２～３人 50万円（90万円） 70万円（110万円） 90万円（160万円） 150万円（240万円）

４～６人 70万円（100万円） 100万円（140万円） 150万円（190万円） 270万円（290万円）

７人以上 100万円（120万円） 150万円（160万円） 230万円 450万円

10人以上※ 120万円（130万円） 180万円 300万円 600万円

問合先 業務改善助成金コールセンター：0120-366-440

申請先 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

※10人以上の上限区分は特例事業者（詳細は業務改善助成金ウェブサイト参照）のみ対象。

※（ ）内の助成上限額は事業場規模30人未満の事業者のみ対象。

（設備投資費用が300万円の場合…）

300万円×4/5＝240万円
→助成上限額230万円を超えているた

め、230万円支給

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ

計画と設備投資等の計画を立て、（工場や事務所などの労働

者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

別々に

申請
工場A 店舗B

※ 一部事業者は対象経費の特例を受けることができる可能性

がございます。（詳細は業務改善助成金ウェブサイト参照）



＜キャリアアップ助成金＞

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。

対象となる方

雇用保険適用事業所ごとに

「キャリアアップ計画」を

作成し、その計画に基づき、
右の❶～❻までのいずれか

を実施した事業主。

❶正社員化コース

❷障害者正社員化コース

❸賃金規定等改定コース

❹賃金規定等共通化コース

❺賞与・退職金制度導入コース

❻社会保険適用時処遇改善コース

支援内容

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%

以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、

右記の額の助成を行います。

３％以上５％未満増額改定
した場合

５万円

５％以上増額改定した場合 ６万5,000円

※賃金規定等改定コースの場合

⚫ １年度１事業所当たり100人までは、複数回の申請ができます。
⚫ 職務評価を行ったうえで賃金規定等を改定した場合は、助成額の加算が受けられます。
⚫ 中小企業以外の場合、助成額は上記の2/3程度となります。
⚫ 最低賃金の改定に伴い、新最低賃金を下回ることとなる等級についてのみ賃金規定等を増額改定した

場合も、助成対象になります。ただし、各都道府県の新最低賃金の公示日以降、発効日の前日までに

賃金規定等の増額改定を行う必要があります。

問合先 都道府県労働局

最低賃金の引き上げに伴い、被用者保険の適用になり手取り収入が減らないよう就業調整をする

労働者はいらっしゃいませんか？新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる

取組を行う事業主に対して助成する仕組みができました。
詳 し く は こ ち ら

社会保険適用時処遇改善コースの新設

(R5.10～)

□事業概要：業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のための

ITツール等の導入を支援します。

□補助上限：最大450万円

□補助率：１／２～４／５

□賃上げ加点：給与支給総額を年率平均1.5％増加させることに加え、

「事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋50円以上の水準にすること」を

更なる加点要素とします。

問合先

＜IT導入補助金＞

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター：0570-666-376

↓現在の公募要領はこちら

□事業概要：構造的な人手不足の解決に向けて、カタログから選ぶ簡易で即効性のある

省力化投資を支援します。

□補助上限：最大200～1,000万円（従業員数による）

更に一定の賃上げで、上限額を最大300～1,500万円に引き上げ

□補助率：1/2以下

・中小企業省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助事業 コールセンター : 0570-099-660問合先

詳 し く は こ ち ら

＜賃上げを後押しするその他施策＞



・よろず支援拠点

＜働き方改革や経営改善に向けた相談先＞

経営革新支援

経営上のあらゆるお悩みの相談に対応します！お気軽にご連絡ください。

◆売上拡大のための解決策を提案します。

◆資金繰りや事業再生等に関する経営改善のための経営相談に応じます。

◆地域の支援機関とのネットワークを活用して、経営課題に応じて的確な

支援機関等を紹介します。

経営改善支援 ワンストップサービス

社労士等の労務管理の専門家が
会社の「働き方改革」や賃金引上げを無料で支援します！

各都道府県の働き方改革推進支援センター

コンサルティング

◆専門家が来所・電話・メールによる相談を承ります。

◆専門家が会社への訪問、またはオンラインによるコンサルティングを実施します。

◆企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関する、

働き方改革セミナーを開催しています。

セミナー開催

・働き方改革推進支援センター

問合先 各都道府県のよろず支援拠点

相談支援

問合先

（R6.８)

□概要：事業者が一定率以上の賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を
法人税などから税額控除できる制度です。

【令和６年４月１日以降に開始する事業年度に適用を受けたい場合※】

※令和６年３月31日以前に開始された事業年度に適用を受けたい場合は、
制度の内容が異なりますので、ご留意ください。

・賃上げ促進税制

全企業・中堅企業
全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大35％を税額控除

中小企業
全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大45％を税額控除

税制サポートセンター
全企業・中堅企業向け税制 : 0570-078-117
中小企業向け税制 ：03-6281-9821

問合先

詳しくは▼



 

広島県においては、近年、転倒による労働災害（以下「転倒災害」といいます。）

が増加傾向にあり、令和５年は、休業４日以上の労働災害の概ね４分の１を占めるに

至っています。また、転倒災害の 45％が 60 歳以上の高年齢労働者によるものとな

っています。 

 このような状況を踏まえ、転倒災害の増加に歯止めをかけ、更に減少に転じさせる

ことを目的として本要綱（プラン）を定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 転倒災害防止対策（ハード・ソフト両面からの対策）に取り組む事業場の 

割合を令和９年までに 50％以上とすること。 

（２） 上記２の実施期間中の１年間に発生する転倒災害による休業４日以上の 

死傷者数（確定値）を令和９年までの間に減少に転じさせること。 

   厚生労働省 広島労働局  

本要綱の施行日（令和６年(2024 年)３月 29 日）から令和 10 年(2028 年)３月 31 日まで 

 転倒災害のない職場 HIROSHIMA プラン 

～ 広島第 14 次労働災害防止推進計画に基づく転倒災害防止対策実施要綱 ～ 

 １ 趣旨目的 

 ２ 実施期間 

 ３ 目標 

広島県内の労働災害発生状況（令和5年） 

転倒, 880人, 

26%

墜落、転

落, 519人, 

15%

動作の反

動、無理な

動作, 513

人, 15%

はさまれ、

巻き込まれ, 

381人, 11%

切れ、こすれ, 

186人, 6%

飛来、落下, 

185人, 6%

激突, 182人, 

5%

交通事故

（道路）, 

171人, 5%
その他, 358

人, 11%

10代, 5人, 

1%

20代, 46人, 

5%
30代, 66人, 

7%

40代, 115

人, 13%

50代, 255人, 

29%

60歳以上, 

393人, 

45%

広島県内の休業 4 日以上の

労働災害の 26％が転倒災害 

転倒災害の 45％が 60歳

以上の高年齢労働者 

事業者の皆さまへ (転倒災害防止のご案内) 

matsushitahra
フリーテキスト
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（１）実施体制等 

  事業者は、転倒災害を防止する取組を推進する責任者を指名してください。なお、労働者に

対して転倒災害を防止する取組を推進する旨の基本方針を表明しておくことが望まれます。 

（２）転倒災害を防止する対策 

  ア ハード面の対策 

  

 

 

 

 

   

イ ソフト面の対策  

 （ア）ストレッチ体操等の体操・運動の実施 

【例】JFE スチール株式会社「アクティブ体操® PartⅡ」 
 

（イ）体力測定等による転倒リスクの判定 

【例】中央労働災害防止協会 「転びの予防 体力チェック」 

（３）安全衛生教育 

厚生労働省 HP                

「転倒予防・腰痛予防の取組」 

HP「職場のあんぜんサイト」 

「転倒災害防止対策の推進について」 

（４）健康管理 

  労働安全衛生法に基づく各種健康診断を実施するとともに、医師の意見を踏まえて診断結果 

に基づく事後措置を適正に実施すること。 

また、協会けんぽ広島支部の労働者への特定保健指導の実施等に協力すること。 

（５）外部資源等の活用 

● 中災防 中国四国安全衛生サ

ービスセンター「中小規模事

業場安全衛生サポート事業」 

 

 

 

● 保健所等の地域・職域連携推

進事業への参加 

● 広島産業保健総合支援センタ

ー「転倒・腰痛ゼロ災！無料出

張サービス」 

 

 

 

● 広島県 SAFE 協議会(小売業・

介護施設)への参加 

● エイジフレンドリー補助金の

活用 

（６）表彰 

  ア 事業場内の表彰   イ 広島労働局長による安全衛生優良事業場表彰制度 

 

 ４ 実施内容 

【問合せ先】  広島労働局労働基準部健康安全課  ℡ 082-221-9243 （R6.5） 



Ｋ1

１ 喀痰吸引等制度 について

２ 魅力ある福祉・介護の
職場宣言ひろしま制度 について

広島県 健康福祉局 医療介護基盤課

１ 喀痰吸引等制度とは

喀痰吸引等行為

喀痰吸引 ①口腔内

②鼻腔内

③気管カニューレ内部

経管栄養 ④胃ろうまたは腸ろう

⑤経鼻

介護職員等が、医療行為である「たんの吸引」等の行為を、
一定の条件の下で実施することができる制度です。
平成24年に法制化されました。

2

f10606
テキストボックス

f10606
テキストボックス
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Ｋ1

喀痰吸引等制度の基本要件

１． 医師の指示書があること

２． 介護職員等が「認定特定行為業務従事者」であること

・「登録研修機関」等で研修修了後、県による認定が必要です

３． 介護事業所等が「登録特定行為事業者」であること

・実施行為種別や従事者名簿等を県に登録する必要があります

3

年に一回以上は自己点検を

・介護職員等による医療的ケアを実施する場合、社会福祉士及び介護
福祉士法に規定された一定の要件を満たす必要があります

・利用者の安全を期するため、定期的に自己点検を行い、医療的ケアを
適切に実施してください

【自己点検シート掲載場所】
広島県医療介護基盤課のホームページ
定期的な自己点検について
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/kakutan-top01.html

4



Ｋ1

過去の指導事例
○事業者登録を行わず、介護職員が実施

○事業者登録はしているが、県の資格認定を受けていない職員が実施

○事業者として登録した行為以外の特定行為を実施

○従事者名簿の変更届出の失念 等

⇒他県では、施設長・介護職員の逮捕や書類送検となった事例もあります。

必要なケアを安全に提供するための制度であることにご理解ください。

5

原則として医療行為ではないもの

１．体温、血圧測定

水銀・電子・耳式電子体温計による腋下、外耳道での測定

自動血圧測定器による測定

２．軽微な切り傷・擦り傷・やけど等の処置

専門的な判断や技術を必要としない処置

３．爪切り、やすりがけ

爪そのものに異常がなく、爪周囲の皮膚にも化膿・炎症がなく糖尿病等の疾患で
専門的管理が必要でない場合

6
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原則として医療行為ではないもの

４.日常的なオーラルケア

歯ブラシ、綿棒、巻き綿子などを用いて歯、口腔粘膜、舌に付着している
汚れを取り除いて清潔にする（重度の歯周病等が無い場合）

・その他、原則として医療行為ではないと考えられるものについては、

厚生労働省医政局長通知をご確認ください。

7

医師法第17条、歯科医師法第17条及び
保健師助産師看護師法第31条の解釈に
ついて（その２）

広島県 医療介護基盤課 介護人材グループ

T E  L： 082-513-3142

E-Mail： kaigojinzai@pref.hiroshima.jp

H P：

【問合せ先】

広島県 喀痰吸引

8
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２ 「魅力ある福祉・介護の
職場宣言ひろしま」制度について

9

「スタンダード認証法人」
働きやすさやサービスの質等、広島県の福祉・介護業界として定めた水準をクリア
した法人

「プラチナ認証法人」
離職率が低く、職員が安心して⾧く働き続けられるよう積極的に取り組んでいる
介護業界のトップランナー法人

認証制度が目指すところ

10

多くの法人が働きやすい職場づくりに取り組むことで、
業界全体のレベルアップを促進

⇒介護業界のイメージアップ(ブランディング)による人材の確保・育成・定着



Ｋ1

進路・就職先として選ばれる業界へ

11

スタンダード認証 プラチナ認証
認証法人のロゴマークは優良法人であることの証です。
「ふくしかいごネットひろしま」や県のホームページなどでも認証法人の特徴や魅力を発信しています。

ふくしかいごネットひろしま

認証制度のお申込みはこちら

12

「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま認証制度」とは
https://fukushikaigo.net/info/jigyousha/shokubadukuri

【問合せ先】 TEL 082-254-3415
広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会
事務局：（社福）広島県社会福祉協議会／福祉人材課

ふくしかいごネットひろしま
https://fukushikaigo.net/



介護サービス事業者の経営情報の報告・公表について

介護サービス事業者集団指導研修

広島県健康福祉局医療介護基盤課

1

f10606
テキストボックス

f10606
テキストボックス
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介護サービス情報公表システム

【見直し】

介護サービス事業者経営情報データベースシステム

【新設】

根拠法令
介護保険法第115条の35

（介護保険最新情報 Vol.1322 ・1333）
介護保険法第115条の44の２

対象事業所

以下に該当しないすべての市町村に所在するすべての介護保険事業所。
ただし、（※）のサービスを除く。
①前年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となる
サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下であること

②災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき
正当な理由があること

以下に該当しないすべての市町村に所在するすべての介護保険事業所。
ただし（※）のサービスを除く。
①報告対象の会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給
の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以
下であること
②災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつ
き正当な理由があること

（※）介護予防支援、居宅療養管理指導、診療所が行う短期入所療養介護、養護老人ホームが行う（地域密着型）特定施設入居者生活介護

報告内容
財務諸表
（原則として損益計算書、貸借対照表及び資金収支計算書。）

事業所の名称、所在地その他の基本情報、介護事業収益、介護事業費
用（内訳については、給与費、業務委託費、減価償却、水道光熱費、
その他）及び職種ごとの職員の人数

制度の趣旨 利用者のサービス選択に資するよう、事業者の情報を広く公表すること
県が県内の介護サービス事業者の経営状況の調査・分析を行い、政策
検討の基礎資料とすること

公表対象
事業所の財務諸表

（都道府県に報告した内容がそのまま公表）
属性等に応じてグルーピングした分析結果
（報告された個別の事業所の情報は非公表）

提出時期 毎年度定める計画による（年１回）
毎会計年度終了後、３か月以内

※令和６年度報告（令和５年度決算）のみ、令和７年3月31日まで

提出ファイル PDFまたはCSVデータのアップロード システムへの直接入力またはCSVデータの取込み

報告方法 付与済のIDにより、情報公表システムにログインして登録 GビズID（プライム）により、データベースにログインして登録

3



１．介護サービス事業者の経営情報データベースについて【新設】

4

• 報告スケジュール

• 経営情報の報告単位

• 届出対象の介護サービス種類

• 報告する収益、費用等のデータ内容

• 経営情報の登録方法パターン

• 届出前に用意するもの

• 経営情報の報告の流れ
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２．関連資料・問合先

（１）厚生労働省ＨＰ「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」

https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

GビズIDの取得手順（マニュアル、説明動画）

介護サービス事業者経営情報データベースシステム（関係法令、操作マニュアル、説明動画、QA)

介護サービス事業者経営情報の報告等に関するＱ＆Ａ https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001366420.pdf

事業者の皆様から寄せられた質問に関する照会 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001379330.pdf

（２）介護サービス事業者経営情報データベースシステム ヘルプデスク（メールのみ）

 helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp へメールにてお問い合わせください。

※お問い合わせに際しては以下の内容を記載下さい
【メール件名】先頭に「[介護経営DB]」を付与し、上記問い合わせ支援コンテンツ１ページに記載の「お問合せの種類」を

メールタイトルに記載ください。
【メール本文】以下の項目について記載ください。

①会社名 ②照会者のお名前 ③照会者のお名前（カナ） ④メールアドレス ⑤電話番号 ⑥お問い合わせの画面名
⑦操作マニュアルのページ番号 ⑧お問い合わせ内容

（３）GビズIDホーム

https://gbiz-id.go.jp/top/ 14

https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001366420.pdf


３．ＱＡ

問 「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」と「介護サービス情報公表シス
テム」について、社会福祉法人（社会福祉法）や医療法人（医療法）は、既に他法令によ
り計算書類等を報告・公表しているが、別途報告を行う必要があるのか。

答 根拠法が異なることから、社会福祉法や医療法など他法令により既に計算書類等を報
告・公表している場合であっても、「介護サービス事業者経営情報データベースシステ
ム」と「介護サービス情報公表システム」による報告等は別途必要となります。

15



３．ＱＡ

問 「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」について、政令市・中核市に所
在するサービスや地域密着型サービスなど、県が指定権者ではないサービスの報告先はど
こか。

答 広島県内に所在する介護サービス事業所であれば、すべて広島県が報告先となります。

16



３．これまで県にあった御質問への回答

問 報告した内容は公表されるのか。

答 「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」により報告した内容は、属性等に応じてグルーピングした分析結果の公
表が想定されているものの、報告された個別の事業所の情報は公表されません。

一方、「介護サービス情報公表システム」に掲載した情報は、報告した内容がそのまま公表されます。

（参考）

• 介護保険法第115条の35の規定に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度についても見直しを行い、利用者の選択に資
するよう、介護サービス事業者に対して財務状況の公表を求めることとした。

• 既存の「介護サービス情報公表システム」において入力、公表している項目の中に、新たな報告項目として「事業所の財務状況が
分かる書類（※）」が追加された。

17

事業所等の財務状況が分かる書類（財務諸表又は計算書類等）は、直近の事業年度を終えた時点で作成したものとす
る。原則として財務諸表（事業活動計算書（損益計算書）、貸借対照表（バランスシート）及び資金収支計算書
（キャッシュフロー計算書））を報告するものとするが、会計基準上求められていない等の事情がある場合、資産、
負債及び収支の内容がわかる簡易な計算書類でも差し支えないものとする。また、報告は介護サービス事業所・施設
単位で行うこととするが、事業所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、やむを得ない場合については、法人
単位で公表することとして差し支えないものとする。



３．これまで県にあった御質問への回答

問 紙媒体の提出による報告はできないのか。

答 できません。
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令和６年度 介護サービス事業者集団指導研修

災害時情報共有システムの運用開始について

令和７年３月

広島県健康福祉局医療介護基盤課

介護事業者指導グループ

1
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災害時情報共有システムについて

・災害発生時に社会福祉施設等の被災状況を迅速に把握するためのシステム。

・介護サービス情報公表システムの一機能であり、事業所が被災状況を登録すると、

県及び市町担当者が同時に被災状況を確認可能。

・従来の報告方法では、当該システムを使用しない報告体制。

・令和７年度から本格運用開始。

・本格運用開始後は、災害時情報共有システムに入力して報告する。

2



従来の災害時の報告方法について

3

引用：（別添１）社会福祉施設設置者宛通知



災害時情報共有システム導入後の報告方法について

4

災害による被害発生の状況 報告方法

（１）①サービス提供の継続に著し
い支障のある重大な建物被害
②人的被害

ただちに、被害状況を県の施設担当部署及び市
町担当課に電話をお願いします。災害時情報共
有システムにも被災状況を入力してください。

（２）その他の被害（（１）以外）
速やかに、被害状況を災害時情報共有システム
により入力してください。



災害発生に係る担当部署

5

※施設の所在する市町にも連絡を
してください。

FAXは現在故障中の
ため、メールによる報
告をお願いします。



災害時情報共有システムの報告対象となるサービス

6

(※)従来から通知により、県から被災状況の報告を求めているサービス
特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所、老人
短期入所事業所、介護老人保健施設、介護医療院、その他老人福祉法で定める施設

サービス種別 被害があった場合 被害がなかった場合

入所・入居系サービス(※)

要報告

要報告

上記以外のサービス 可能な限り報告



災害時情報共有システム導入後の報告方法

7

・災害発生時や警戒が必要な状況になった場合、厚生労働省が災害情報共有システム上に
「災害情報」を登録する。（報告先の作成）

↓

・事業所の所在地の市町及び県がシステムの入力依頼を発出。

↓

・事業所は災害時情報共有システムにログインし、被害状況を報告する。

※小規模災害など、国からシステム利用の指示がない場合やシステムの利用ができない施設
等においては、従来の報告方法（スライド３）とする。

※停電やシステムの不具合等により、システムによる報告が困難な場合は従来の報告方法に
より報告する。



システムの利用方法
１ 情報公表システムの利用があり、IDをお持ちの介護施設等

〇 情報公表システムのID・パスワードでログイン可能

２ 公表制度の報告義務対象外でシステムの利用を希望する介護施設等

〇 必要事項を記入し、医療介護基盤課宛にメールを送付

※ メールを確認後、被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行し、郵送もしくはメールに
て通知する。

※ システムの利用を希望しない場合は対応不要。災害発生時には従来どおりの方法で報告する。

8



事業者の皆様に準備していただくこと

・介護サービス公表システムにログインし、被災報告担当者及び災害発生
時の連絡先情報を設定。

9

※災害発生時に被災状況を
入力可能な方であればよい。
（役職は問わない）



災害時情報共有システムの訓練について

10

・災害時情報共有システムの操作方法を習熟するための訓練が厚生労働
省主導で実施されている。

・これまでは令和５年～令和９年度までの５か年計画に基づき実施されてい
たが、令和７年１月６日の事務連絡にて計画の見直しが通知され、令和７年
度までの３か年計画となった。

・福山市は令和７年度の前期に実施予定であるため、訓練へのご協力をよ
ろしくお願いします。



参考

【広島県ホームページ】

介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/saigaijohokyoyusystem.html

【資料】

（別添１）社会福祉施設設置者宛通知

（別添２）災害時情報共有システム報告項目

11

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/saigaijohokyoyusystem.html


Q＆A

Q1 災害担当者の登録方法等、災害時情報共有システムの使い方が分からない。

A1 マニュアルを前述のHPに掲載していますので、ご参照ください。

Q2 災害発生時に被災状況を入力することが困難である場合どうしたらよいか。

A2 代理入力することで対応可能ですので、県担当課に入力困難であるという旨及び
被災状況をご連絡ください。

Q3 どのような場合に災害時情報共有システムを使用するのか。

A3 国が災害情報を登録したときです。（「令和〇年〇月〇日台風」等）
12



Q＆A
Q４ 被災していない場合はシステムへの入力は不要か。

A４ システムを使用する災害である場合は、入所・入居系サービス事業者におかれましては、被災状況
の有無に関わらず報告が必要です。

Q5 システムに関する不具合やトラブルが発生した場合、どこに連絡すればよいのか？

A5 公表システムのヘルプデスクに不具合の内容をご連絡ください。

メールアドレスはホームページに記載しています。

Q6 介護サービス公表システムのログインID・パスワードが分からない。

A6 公表制度の業務委託先である広島県シルバーサービス振興会にお問い合わせください。

13



Q＆A

Q7 被災状況の報告項目にはどのようなものがあるか。

A7 （別添２）の資料をご覧ください。

Q8 一度入力した後に入力内容の修正は可能か。

A8 修正可能です。

Q9 災害時情報共有システムで報告したときに県及び市町担当部署へ報告は必要か。

A9 サービス提供の継続に著しい支障のある重大な建物被害もしくは人的被害が生じた場合は、別途電
話連絡が必要となります。それ以外の場合は、特段の報告は不要です。

14



 

本資料に関する問合せ先一覧 

 

 

項目，資料番号 問合せ先 

資料１ 介護保険課  認定審査担当 ０８４－９２８－１１７３ 

資料２～４ 介護保険課  事業者指定担当 ０８４－９２８－１２５９ 

資料５～１４ 介護保険課  事業者指導担当 ０８４－９２８－１２３２ 

資料１５～１６ 生活福祉課  介護担当 ０８４－９２８－１０６６ 

資料１７ 南部環境センター ０８４－９５４－２１２５ 

資料１８ 介護保険課  事業者指導担当 ０８４－９２８－１２３２ 

資料１９～２７ 福山市労働基準監督署 ０８４－９２３－０００５ 

資料２８ 広島県医療介護基盤課 介護人材グループ ０８２－５１３－３１４２ 

資料２９～３０ 広島県医療介護基盤課 介護事業者指導グループ ０８２－５１３－３２０８ 
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